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第1 基本計顧策定の考え方

1 基本計画策定の趣旨

三重県は、千キロメートル以上にも及ぶ海岸線を有し、静穏で遠浅の砂浜が広がる

伊勢湾、リアス海岸の志摩半島、黒潮の影響を強く受ける熊野灘、さらには宮川をは

じめとする大小の河川など、豊かな漁場に恵まれ、漁船漁業のほか、伝統的な海女漁

業や本県が技術発祥の地である真珠養殖業など、地域の特性を活かして古くから多種

多様な水康業が営まれてきました。

また、本県の水産業は、豊かな海や河川の恵みを享受し、漁村地域の主幹産業とし

て、金属有数の生産量を誇っており、安全で安心な水産物の安定供給や、観光業など

の幅広い産業と密接に連携した地域経済の発展、漁村文化や漁村コミュニティの形成

などに大きく貢献してきました。

しかしながら、水産資源の減少、漁場環境の悪化や漁業者の高齢化、気候変動等に

よる海洋環境の変化など、水産業や漁村を取り巻く情勢は厳しさを増しています。

このような中、本県の水産政策を次のステージへとさらに発展させるため、県、水

産業者等、県民の皆さんが一体となって、本県水産業及び漁村の振興に総合的、持続

的に取り組んでいけるよう、 SDG  sや Society5. 0などの新たな視点も踏まえ、「三

重県水産業及び漁村の振興に関する条例」（以下「条例j という。）を制定しました。

この「三重県水産業及び漁村の振興に関する条例に基づく基本計爾J（以下「基本計

画」という。）は、条例に掲げる基本理念の実現に向けて、水産業及び漁村の振興に関

する基本的な方針や主要な目標、基本的施策等を定め、水産業及び漁村の振興に衡す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定するものです。

2 基本計画の位霞付1ナ

この基本計画は、条例第8条の規定に基づく基本計画として知事が定めるもので、

水産王国みえJとしてさらなる発展に向け、本県水産業及び漁村の振興に関する施策

の基本となる計画として佼置づけ、水産業者等や県民の皆さんと一体となって取り組

み、木県水産業及び漁村のめざす姿を実現していくために策定するものです。

また、この基本計画における内水面漁業に関する事項については、「内水面漁業の振

興に関する法律」（平成26年法律第 103号）ι第 10条の規定に基づく、県計画に位置付

けるものです。



第2 三重県の水産業及び漁村をとりまく情勢

1 水産業及び漁村をとりまく情勢の変化

0国は、資源管理措置、漁業許可及び免許制度等の漁業生産に関する基本的制度を一体

的に見直す「漁業法等の一部を改正する等の法律（平成 30年法律第 95号）Jを公布

し、適切な資源管理と水産業の成長産業化の両立をめざす水産政策の改革を推進する

こととしています。

この改革では、漁業者の所得向上と年齢のバランスの取れた就業構造を確立すること

をめざし、国際的な評価方法に基づく資源管理の強化、漁獲量を漁業者または漁船ご

とに割り当てる IQ制度の導入など、新たな資源管理システムを構築するほか、生産

伎の向上に資する漁業許可制度や養殖・沿岸漁業の発展に資する海面利用制度の見直

しなどを進めることとされています。

0また、国では不正に採捕された水産動植物の流通の防止や、 Iuu漁業の懸念がある

水産物の流入紡止を図っていくため、トレーサピリティの出発点である漁獲証明帝lj度

!J;創設に向けた検討が進められています。

現在、許可や漁業権に基づいて適正な採捕が行われた漁獲物であることを証明する漁

獲証明書の発行や、違法に採捕されるおそれが高く、かっ、高価で取引される水産動

植物及びIuu漁業の懸念がある輸入水産物を指定し、漁獲証明を義務づけることな

どが検討されています。

0持続可能で、多様性と包摂性のある社会の実現をめざすSD G  sや新たな技術を活用

した社会課題解決モデ、／レの構築をめざす Society5.0は、みえ県民カビジョン第三次

行動計画において、「令和jの時代に留意すべき新しい概念とされており、本県水産業

及び漁村の振興を図る上でも、これら視点を取り入れ、 f三重県らしい、多様で、包容

カある持続可能な水産業Jの実現が求められています。

0農林水産業の競争力強化の加速化を凶り、人口減少下においても、力強い農林水産業

の実現を図るため、 AI ・ I C T等の先端技術やデータを駆使し、生産性を飛躍的に

向上させる農林水産業のスマート化が進められています。

漁業就業者の減少や高齢化の進行など、水産業を取り巻く情勢が厳しくなる中、水産業

においても、 AI • IC T等を活用した技術の見える化、作業の自動化・効率化など、

生産性や所得の向上、働き方改革につながるスマート化に向けた取組が始まっていま

す。

0世界は新興国を中心に経済成長、人口増加が進んでおり、世界の 1人当たりの食用水

産物の消費量は過去半世紀で2倍以上に増加し、そのベースは衰えていません。

また、平成25年に「和食Jがユネスコ無形文化遺産に登録され、海外における日本食

レストラン数も増加しているなど「日本食jに対し追い風が吹いています。あわせて、

アコヤ真珠についても、中国、 ASEAN諸冨など、アジアの富裕層を中心に需要が
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年々拡大しています。

このような中、国は、令和元年 11月に成立した「農林水産物及び食品の輸出の促進に

関する法律（令和元年法律第 57号、令和2年4月1日施行）Jに基づき、農林水産大

臣を本部長とした「農林水産物・食品輸出本部Jを設置し、輸出先国との協議、輸出

を円滑化するための施設の認定、輸出に取り組む事業者の支援を行うこととしていま

す。

0近年、高齢化の進行やダイエット志向により、タンパク質の l人当たりの年間消費量

自体も減少傾向にある中、国内における魚介類の l人当たりの年間消費量は、平成 13

年度の 40.2 l習をピークに減少を続け、平成29年度には 24.4 kgとなっています。

また、年齢階層別の魚介類摂取量を見ても、全階層とも減少傾向にあり、特に 40歳代

以下の世代は 50歳代以上の世代と比べ顕著に少ない傾向となるなど消費者の魚離れ

が進んでいます。

0気候変動に伴う海水温上昇等の海洋環境の変化は、生態系や水産業に対して大きな影

響を与えることが懸念されています。本県においても、平成27年以降、夏季の海水温

が高めで推移していることなどによる夏眠（かみん）期間中のへい死が、イカナゴ資源

の減少要因と考えられています。また、伊勢湾においては、窒素、リン等の栄養主主類

の減少など貧栄養化がノリの色落ち等の要因のーっと考えられています。

このように、温暖化や貧栄養化などの海洋環境の変化が本県水産業に与える影響が顕

在化している中、本県の水産業が海洋環境の変化に適切に対応していく必要性が高ま

っています。

0南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が平成30年2月に70～日0%程度に引き上

げられ、大規模地震発生の緊迫度がより高まっています。また、大型化する台風及び

各地で発生する豪雨などの頻発・激甚化する風水害等への対応の強化が求められてい

ます。
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2 本県水産業及び漁村の現状

2-1 漁業生産の現状

( 1 ）三重県の漁業生産の状況

本県の海面における漁業生産

量は、昭和 59年をピークに減少

し、平成 30年の生産量は 155千

トンと減少傾向にあります。

漁業産出額も昭和 59年をピー

クに減少し、平成 29年の産自額

は507億円となっています。

漁業就業者数が昭和 58年から

平成30年にかけて、毎年平均 461

人のベースで減少し続ける中、漁

業産出額は平成 20年頃からはほ

ぼ横ばいで推移しており、 1人当

たり漁業産出額は、平成 15年以

降に増加傾向となっています。
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漁業産出鎖、漁業就業者数、 1人当たり産出額の推移

（資料漁業・養殖業生産統計年報）

海部における漁業生産額の推移（三重県）
140朗 O
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C資料漁業・養殖業生産統計年報）

S5B S63 H5 H10 H15 H20 H25 H29 

漁業産出額（億円） 1,224 925 1,006 780 592 504 462 .507 

漁業就業者数（人） 22 255 19,809 17,005 14,300 12,261 9,947 7,791 6,410 

1人当たり産出額（千円） 5,500 4,670 5,916 5,455 4,829 5,069 5,930 7,910 

（資料。漁業同養殖業生産統計年報、漁業センサス、 H29漁業就業者数は推計）
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( 2）資源管理の現状

資源管理は、水産資源を適切に管理し

ながら持続的に利用するための重要な取

組とされ、県内では許可制度に基づく漁

船の隻数やトン数の制限などのインプッ

トコントロールを中心に行われていま

（資料漁業・養殖業生産統計年報）

イセエピの徒指~（ 霊平j
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マイワシやサパ類などの広域回遊資源

については、国が資源評価を行っており、

8魚種で国が都道府県に漁獲量を割り当

てるTA C制度による管理が行われてい

ます。本県のTA C対象魚種は、マイワシ、

マアジ、サパ類（マサバ・ゴマサノミ）、

す。

>00 

初

ス

ノレメイカ、サンマ及び平成 30年7月から

追加されたクロマグロの6魚穫であり、こ

れまで、国から割り当でられた漁獲量の範

。
釜

司命

霊童豆塁• 書書盟主ま自

（資料漁業・養殖業生産統計年報）

ハマグリの漁獲量（三重県内4漁協合計〉圏内で資源管理を行っています。

この結果、クロマグロ安除く本県のT A

C対象5魚種について、平成 10年には1

万3千トンで、あった漁獲量が、平成 30年

には8万9千トンにまで増加しています。

また、アワビやイセエピなどの沿岸資源

（資料三重県調べ）

沿岸資源漁獲量（海藻類除く）

。 一一一一ー 一一 …ー～…一 一 一一一ー
日14 H 25 回6 斜27 H18 H19 

などでは、三重県資源管理指針に基づき、

漁業者が自ら資源管理計額を策定し、自主

的な資源管理に取り組んでいます。

県内における資源管理計画の策定数及

び計画への参加者数は増加しており、平成

24年度は 22計画で712人でしたが、平成
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31年3月末現在、 39計画で 1,712人とな

っています。
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これらの取組において、イセエピでは、

1尾の最小体重制限、禁漁区設定及び使用

する網数制限などが取り組まれた結果、平

成 19年以降は漁獲量が 200トン以上で推移し、平成30年は本県漁獲量が全国1位とな

っています。また、平成7年には漁獲量が 1トンまで減少していたハマグ、リについては、

（資料。漁業・養殖業生産統計年報）
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甥アツ類 ' 

ロカタヲヂイワシ ' 

Eワルメイコシ ； 

種苗放流や殻長制限、 1日当たりの漁獲量制限などが取り組まれた結果、漁獲量が回復

基調に転じ、平成25年以降は漁獲量が 2百トン台で維持されています。

しかし、様々な取総が行われているものの、アサリ、アワビをはじめ本県沿岸域に生

息する重要水産資源の多くが減少傾向にあります。

栽培漁業では、「三重県栽培漁業基本計画jに基づき、積極的な増殖対策が必要なマダ、

イ、ヒラメ、トラフグ、カサゴ、クルマエピ、ヨシエピ、アワビ、ナマコの種苗生産及

び放流が行われています。マダイやヒラ

メなどは、放流種首の回収率も高く、漁

獲量の維持・増大が図られています。一

方、トラフグやクルマエピなどは放流種

苗による漁獲量の底上げ効果は認められ

るものの、天然資源の大幅な減少や変動

により、着実なj魚、獲量の潜加に至らない

魚種もあります。

三重県のヒラメ殺謹量・散請車数の推移

（資料漁業・養殖業生産統計年報、栽培漁業・海面養補用種

苗の生産・入手・放流実績）

生手

ii m ~ ~ 書互霊祭主主霊 HHH•HH

（資料漁業・養殖業生産統計年報）

( 3）潟函漁船漁業の現状

まき網漁業、大型定置漁業、船びき網漁

業など、イワシ類、サパ類、アジ類などの

多獲性浮魚類を主漁獲対象とする漁業で

は、漁獲量は横ばし、か増加傾向にありま

す。これは、近年、サパ類、マイワシ、ブ

リ等の漁獲が安定していることによるも

のと考えられます。

伊勢湾の底魚類やエピ・カニ類、貝類な

ど定着性資源を主漁獲対象とする小型底 l a蜘

びき網漁業や採貝漁業では、漁獲量は減少 I!-
傾向にあり、その要因として、湾内の貧酸｜叩

素水塊の拡大・長期化による対象生物への F 叩

悪影響や利用できる漁場の狭小化、幼稚仔

の成育に適した藻場・干潟の減少等、海域

の環境変化によるところが大きいと考えられています。
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ゴがあり、アサリの漁獲量は昭和 57年

(14, 769トン）以降に減少し、平成 30年

は8トン.J::過去最低となりました。
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また、イカナゴについても、平成28～30

年漁期に続き、平成 31年漁期も「漁の解

禁を見合わせるJことが漁業者による協議
（資料： j昔、業養殖業生産統計年報）

により決定されました。

さらに、外海域の岩礁地帯では、海女漁業の重要な漁獲対象であるアワビの減少が著

しく、昭和 60年代 450トン前後だった漁獲量は、近年では 50～100トン程度と、 20年

間で概ね 1/5以下となっています。
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（資料漁業・養殖業生産統計年報）

( 4）海函養殖業の現状

伊勢湾及び鳥羽・志摩地域以南の内湾では、魚類、藻類、真珠、カキ類などの養殖業

が営まれており、本県の海面養殖全体では、平成20年ど比較して平成30年の生産量は

79°/oまでに減少していますが、平成29年の産出額は 127%までに増加しています。

［魚類1 I 
I 養殖マダイ生産叢企経営体数の推移｛三重富

主要な養殖魚種であるマダイの平成 30 I問団十一一一一一一一一一一一一一一一一

年の生産量は平成20年の 58%、平成 30年

の経営体数は平成20年の 48%、平成29年

の産出額は平成 20年の 74%までに減少し

ています。一方、ブリ類の生産量は平成24

年以降増加し、平成30年の生産最は平成20

年の 4.4倍となっています。また、平成 24

年以降は養殖クロマグロの産出額が加わ

り、魚類養殖における産出額の増加の要因となっています。
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しかしながら、いずれの魚種においても、単価が伸び悩む一方で、飼料価格が高止ま

りするなど、養殖経営を圧迫しています。

I藻類］

黒ノリの平成 30年の生産量は平成 20年の 40%、平成 30年の経営体数は平成 20年

の 51%までに減少しており、産出額も減少傾向にあります。青ノリ（ヒトエグサ）

本来の生産量が全国の6割以上を占めている重要藻類ですが、生産量、経営体数とも減

少傾向にあります。
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i~H 
います。

［カキ類］

カキ類の生産量は平成 30年の生産量

は平成20年の 60%、経営体数は 74%ま

でに減少しており、産出額も減少傾向に

あります。
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平均新規漁業就業者数は、 47人であ l岨

り、うち過半数を非漁家や県外からの i20 

就業者が占めています。また、まき網！日

漁業や定置漁業など法人が営む漁業で I0 H担問問問 H24閉山間四四酬

は、毎年安定して新規雇用を行ってお

り、法人の雇用が増加傾向にあります。 （資料三重県調べ）

特に、海女漁業を除いた平成 30年度の新規漁業就業者数のうち、 71%を法人の雇用が占

2-2漁業経営の現状

( 1 ）漁業の担い手の確保・育成

本県の海面における漁業経営体数、

漁業就業者数は、ともに減少の一途を

たどっており、昭和 58年の 10,012経

営体、 22,255人から、平成 30年には

3, 175経営体、 6,108人となりました。

漁業就業者数は、毎年平均 461人のベ

ースで減少しており、このまま推移す

ると、令和 10年には漁業経営体数が

2,000経営体程度に、漁業就業者数が

3, 700人程度に減少すると予測されま

す。

過去 10年間（平成21～30年度）の Iso 

めています。

(2）漁業経営の安定化

全国的に漁業経営の実態は極めて厳

しく、主として漁船漁業を営む個人経

営体の漁労所得の全国平均は、 297万

円（平成 30年農林水産省調べ）と平成

25年から増加傾向にありますが、勤労

者世帯の所得にあたる勤労者世帯勤め

先収入の全国平均 591万円（平成 30年

家計調査）の 50%と、依然として非常

に低い水準にあります。

議業経営体数の推移と予測
t2.0XI 

軍記
＂＂＂遣。

ao:xi 

-
＇＂＇泌

。
制年

盗品」

鑓字毎 附. お一時年出u年

（資料漁業センサス、予測値は三重県作成）

人 新規漁業就業者数の推移

；仁二二二二二王
言語

30 

磁県外

口県内非漁家
E県内漁家

（資料：農林水産省「漁業経営調査報告J） 
※H!7年度以前と Hl8年度以降では調査方法が変わっ

たため、連続性がない。
また、資源の減少や水産物消費の低迷

等により漁業による収入が伸び悩む一方で、燃油、漁業資材、飼料等の支出は高止まり

na 



原油簡格の推移

漁労所得の大幅な増加は見込めない状況です。

さらに、本県の漁業経営体のうち 96%

が個人経営体、 67%が販売金額が 500万

円未満の経営体であるなど、零細な経営

体が大半を占めています。

中でも、本県の海面養殖業の経営規模

は全般に他県と比べて小さく、 1経営体

しており、

当たりの生産量は、マダイ養殖（平成30

42トン）では愛媛県の 1/5、熊本県

の1/7、真珠養殖（平成30年 18. lkg) 

は愛媛県の 1/2、長崎県の 1/5、のり類養殖

（平成 30年 3, 069 トン）では佐賀県の

1/3、兵庫県の 1/9であり、当県の小規模な

経営体は、大規模な他県の経営体に比べ、

コスト面等で不利な状況にあります。
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（資料水産庁調べ）
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（資料漁業・養殖業生産統計年報、貿易統計）

トン 1経常体あたり生産量（のりま置）（H30)
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三重兵鷹愛知千葉宮1成
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三重和歌山管Jll愛 媛 高 知 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島

。

1経営体あたり生産量（真珠）（H30)

長崎愛媛三隻
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( 3）漁協経営の基盤強化

漁協は、健全な経営基盤を確保し、漁業

者の協同組織として、地域の水産業振興や

活性化の中核的な役答怜考たす必要があ

ります。また、海浜清掃等の環境保全や海

難救助、：魚食普及など、漁村地域において

様々な役割も怒っています。

漁協の経営は、平成元年度頃から、漁業

者や漁業生産量の減少合背景とした購買、

販売事業の収益減少により、事業利益が減

少し、悪化する傾向となっています。

漁協等水産関係団体は、漁協の経営基盤

強化を図るため、漁協合併を進め、平成9

年度末に 109漁協あった沿海漁協数は、平

成 30年度末には 14漁協に再編が進みまし

60α)0← 

ii' 50,000 

"' !"! 40.醐

i曜
報拠出0

6善
器m脚

。日
嵐山000

1.000 

剛

剛

企

1A
 

〈

E
h
n掴
〕
絹
存
縦
梼

事業年度

事業利益がマイナスの漁協数の推移

即今宗

6CC 

。

A L5GO 

関

伺

謡
喧
雌
時

た。

合併j魚、協は事業の効率化による管理費

の削減や夜販事業等の新たな取組による

収益の嬬大などに取り組み、事業利益を黒

字化し、経営改善に一定の成果を上げてい

ます。県内漁協の事業利益の合計について

も、合併漁協の黒字転換により、平成20年

度頃から改善がみられます。

しかし、多くの小規模漁協では、運営の
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として、事業利益がマイナスとなっていま

す。
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真珠養猿漁銘数の綾移
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c, 

( 4）水産物流通の現状

①圏内流通について

県内で水揚げされる水産

物は、県内主要地方卸売市場

（北勢、県、伊勢）のほか、

県外市場（豊洲市場、名古屋

市場（中央、北部、南部）、大

阪市場（府、市）等）を経由

しているほか、市場外流通が

増加するなど流通が多様化

草地｛豊測｝市場、大匝府中失市場及び名古屋帯構における三重県産水産物の取扱金額田推移

億円 置場回築地（量百測。取級金額 働時四大阪日持政級金額

160 吋同県内主襲儲境布増収録金額四噂耐名古量破級金額
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しτいます。 （資料各市場ホームベージ）

県内主要地方卸売市場の取扱金額は、やや微減で推移し、平成 30年の取扱金額は約

30億円となっており、県産水産物の流通は県外市場及び市場外流通が中心となってい

ます。

また、平成27年度の水産

物の消費地卸売市場経由率

は 52%と平成 5年と比較 田O

4叩

して約2害1］低下するなど、

全関的に市場を経由した水 制

産物の取引は減少傾向にあ
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（資料水産庁『平成30年度水産白書J)
ります。一方、小売・外食業

者等と産地出荷業者との消費

地卸売市場を介さない産地直送、漁業者から加工・小売・外食業者への直接取引、イン

ターネットを活用した消費者への直送、異業種からの漁業参入による直送など市場外流

通は多様化しています。

しかしながら、平成 30年に改正された卸売市場法でも、これまで卸売市場が果たし

てきた集荷・分荷、価格形成、代金決済等の調整機能は重要であるとされており、今後

も水産物流通の核として堅持されるものと考えられます。今後は平成 30年の食品衛生

法改正により義務化されたHACCPによる衛生管理を速やかに導入することが求め

られています。

内
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②輸出について

国全体の輸出量の推移については、年変動があるものの、輸出金額については近年増

加傾向にあります。
日本からの水産物輸出量・輸出金額

主な輸出相手習・地域は、香港が約

3害1］を占めており、次いで中国、米国

が続き、この3か国で輸出金額の約6

害rjを占めています。品目別にはホタテ

ガイ、真珠、サバ類、ブリと続いてい

ます。この中で、本県に関係する真珠

は約8害jが香港に、サパ類は主にアフ

ヲカ・アジアに、ブリは主に米国に輸

出されています。

我が函の水産物輸出棺手国・地域

（資料水産庁「平成30年度水産白書」）

我が国の水産物輸出品目内訳

（資料水産庁「平成30年度水産白書J)

また、平成30年 12月に発効された「環太平洋パートナ｝シップに関する包括的及び先

進的な協定J（すPPll協定）の影響は、輸入については、参加国からの輸入実績が少量

であることから限定的と考えられており、逆に輸出については関税撤廃による輸出拡大が

期待されています。

E U向けの輸出については、「対EU輸出水産食品の取扱要領」に基づき、 EU向けに

輸出する水産物を漁獲する県内の遠洋かつお・まぐろ漁船等 10隻が認定されており、海

外の基地港で、水揚げされた冷凍マグロ類と、静岡県焼津漁港などで水揚げした冷凍カツオ

等がタイで缶詰に加工され、 EU向けに輸出されています。また、養殖場では、クロマグ

ロ養殖を行う 1養殖場がEU向け養殖場として登録されています。

カキの輸出に関し、日本とシンガポール政府による二国間協議がまとまり、平成 30年

12月に国内初となるシンガポール向け活カキ輸出が解禁され、平成31年1月から輸出が

開始されています。
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③市場価格の現状について

1 ）魚価動向について

魚価は、漁模様や国内外の需要動向等様々な要因の影響を複合的に受けて変動します。

県内の産地市場における魚価の直近 10年の動向（平成20～29年）は、年変動はあるも

削減は難しい面があります。 （資料農林水産省「食品流通段階別価格規制調査J)

また、東京オリンピック・パラリンピックに擦達して県が行った調査※によると、県

産水産物に対する需要は高いものの、「入手ルートがない、分からない」との芦が多く、

さらに使用する県産水産物には「ブランド情報（歴史やストーリー）Jを求める傾向が

高いことがわかりました。※東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連宿泊施設

マーケティング調査結果（平成29年度三重県）

2）水産物消費について

近年、圏内における魚介類の l人当たりの年間消費量が減少を続ける中、ライフスタ

イルの変化に伴い、消費される生鮮魚介類の種類も変化しており、近年はサケ、マグロ、

ブリなど切り身の状態で売られるととが多い生鮮魚介類の購入量が多くなっています。

平成25年以降、食料品全体の価格が上昇する中、生鮮魚介類の価格は大きく上昇し、

それに相反して購入量は減少しています。一方で、直近 10年間を見ると、生鮮魚介類

のl世帯当たり年間支出金額は概ね横ばい傾向を示しており、消費者の購買意欲自体が

衰退しているわけではないとも考えられます。なお、県内においても全国と同様、生鮮

魚介類の l世帯当たり年間支出金額は概ね横ばい傾向を示しています。

また、現在及び将来にわたり、健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実

現に号寄与することを目的に制定された「食育基本法」に基づき、平成 28年度からスタ

ートした「第3次食育推進基本計画jにより、食文化の継承、日本型食生活の普及促進

など国産農林水産物の消費拡大の取組が進められており、さらに現在、「第4次食育推

進基本計画jの作成に向けた検討が進められています。

Z
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2-3水産基盤整備及び漁村の現状

( 1 ）水産基盤の整備について

県内には 72漁港とその背後には漁村集

落が形成され、これらの漁港及び漁村l士、

水産物の安定供給を支える場であるばかり

ではなく、生活の場、さらには、海洋レクリ

エーションや豊かな自然にふれあう場など

として、重要な役割を果たしています。ま

た、産地市場を有する漁港では、多くの市

場関係者が就労するほか、水産物流通の拠

点として重要な役割を担っています。

南海トラフ地震の今後初年以内の発生

確率が平成 30年2月に 70～80%程度に

引き上げられ、大規模地震発生の緊迫度

がより高まっている状況となっていま

す。また、大型化する台風及び各地で発生

する豪雨などの頻発・激甚化する風水害

等への対応の強化が求められています。

54%) 

全体数
13）＇魚港

準崖盤全施詩的耐震イr.－長寿命イk

T揺ら市）
全体数

62漁港

しかしながら、防波堤や係留岸壁などの漁港施設や、伊勢湾台風直後に多く築造された

堤防などの漁港海岸保全施設は老朽化が進む一方で、耐震対策が進んでいないため、沿岸

部に位置する漁港及び漁村では、甚大な被害が生じ、水産業を主とする地域経済に大きな

影響を与えるおそれがあります。

( 2）藻場冒干潟の減少

沿岸海域において、藻場や子潟は、水質浄化

の機能や多くの生物の産卵・保育場等といった

生物多様性の維持機能等に重要な役割を担って

います。

藻場は、多くの生物の産卵・成育の場として

“海の森”とも呼ばれる役割を果たすとともに、

水中の二酸化炭素を吸収して酸素を供給する機

能や、海水を浄化する役割も担っていますo

しかし、高度成長期以降、沿岸域の慌発に伴

う埋立、透明度の低下などにより藻場面積も減

9田0

8000 

7田0

6000 

5田0

4000 

3即0

2田0

1問。

。

1990年
積 2009・2010

伊勢湾藻場面積熊野灘高場面積 車言十

天然の藻場の商積推移（ha)
（三重県水産基盤整備課調査結果）

少を続け、伊勢湾沿岸では、平成2年の 3,612haから平成 21・22年の 2,548haに、熊野灘
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沿岸では平成2年の 4,667haから平成21・22年の 3,071haに減少しています。

干潟は、アサリなどの重要種を含む多「…一一一

くの生物の生息場所であるとともに、魚

類、エピ・カニ類をはじめ多様な生物の

産卵場や幼稚仔の保育場となっていま

す。また、干潟では貝類、ゴカイ類等に

よる有機懸濁物の鴻過など、海水の浄化

が行われるとともに、陸域から流入する

栄養塩類濃度の急激な変動を抑える緩

衝地帯としても重要な役割を果たして

います。

6,000 

4,000 

2,000 

。
1955年 2000年

伊勢湾の子潟の面穣推移（ha)
（三重県水産研究所調査結果）

一一ーでア

しかし、高度成長期以降、沿岸域の埋立等によって干潟面積は大幅に減少し、伊勢湾で

は、昭和 30年の約 4,900haから、平成 12年には約 l,800haと63%減少しました。

(3）活力ある漁村づ、くりについて

水産業及び漁村は、安全で安心な水産物を安定的に供給するとともに、水域環境の保全、

レクリエ｝ションなどによる交流の場の提供、漁村独自の「食」や「祭りJなど地域文化

の継承の役割を担ってきました。

2018漁業センサスによると、県内 129漁業地区のうち、漁協が関係する活動ではゴミ清

掃活動に 81地区が、各種イベントの開催に 25地区が、祭り・文化・芸能の保存に 15地区

が取り組んでいます。また、漁業体験を行った漁業地区数は 14地区、魚食普及活動を行っ

た漁業地区数は 10地区、水産物直販所がある漁業地区数は8地区（8施設）となるなど、

漁村では、漁業を中心にさまざまな取組が進められています。

しかし、三重県人口ビジョンでは、水産業を基幹産業とする県南部地域（伊勢市以南）

において、過疎化・高齢化は今後も進行し、県南部地域の人口は 2010年（平成 22年）の

34.5万人から 2040年の 24.2万人へ減少、 65歳以上の高齢化率は 2010年の約 31%から

2040年の約 40%へ上昇すると推定されています。

また、県内の漁業就業者の高齢化率（65歳以上の占める割合）が、 47目 7%(2018年漁業

センサス）と、全国平均の 38.3%を大きく上回るなど漁村を取り巻く情勢が厳しさを増す

中、造船所が漁村地域から無くなるなど、これまで水産業を支え、ともに発展してきた関

連産業にも影響が出てきており、漁村コミュニティの維持が困難になっていくことが懸念

されています。

このような中、国は「水産基本計画」において、各地域や漁業種類、経営体ごとに霞か

れている状況は異なることから、各地域の実状に即した形で、所得向上や競争力強化をめ

ざす具体的な行動計画である「浜の活力再生プランj及び「浜の活力再生広域プラン」を
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実践することが重要であるとし、現在、県内 27地区では、それぞれの漁村地域の特性に応

じて、未利用資源の活用などの漁業収入向上の取組や、減速航行による燃費向上等の漁業

コスト削減の取組が進められています。

これら以外にも、まき網漁業や遠洋まぐろはえ縄漁業では、国の「もうかる漁業創設支

援事業Jを活用し、経営改善に取り組む事例や、真珠養殖で、都市と漁村地域の一層の交

流を図るとともに、漁村地域の活性化を図る「渚泊Jに取り組む事例などがみられます。

( 4）肉水面漁業・養殖業の現状

内水面漁業は、木曽三）I ［における小型

底びき網（貝桁縞）漁業によるシジミの

漁獲が県内内水面漁業全体の約 98%を I~

占めており、減少傾向にあります。 1! 
また、県内 15河川には、第五種共同

漁業権が設定され、釣り等によりアユ

などが採摘されていますが、カヲウ等

による食害や河川環境の悪化等による

水産資源の減少を受け、組合員数や遊

漁料収入は減少しています。

特に、カワウについては、県内の生息

数は平成20年度の約8,600羽から平成

30年度は約 2,800羽に、食害による被

害金額は平成21年度の約9,600万円か

ら平成 30年度は約 3,300万円に、いず

れも減少傾向にはあるものの依然とし

て水産資源に大きな被害を与えていま

す。

90000 

＂・＂の。
〔 70.080

F剛 ω
コ5QOOO

量制曲
書棚田
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ウナギ養殖業の生産量は 300 ト

ン前後の横ばいで推移しており、

全国第8位（平成 30年）ですが、

近年のシラスウナギや飼料価格等

の高騰などにより養殖環境は厳し

い状況が続いています。

また、絶滅が危倶されるなど、国

際的にもウナギの資源管理が求め

られているとともに、平成27年6

1長田

1,4(X〕

1,200 

:;:, 1,000 fl 
摩I'"' 
揖1
2耳 6凹

""' 
''" 

ウナギ養殖収穫盤的推移（三重篤〉

月からウナギ養殖業が「内水面漁 （資料漁業・養殖業生産統計年報）

業の振興に関する法律Jに基づく農林水産大臣の指定漁業となり、稚魚の池入れ数が法律

に基づき制限されています。
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第 3 基本的な方針及び主要な目標

1 基本的な方針

将来にわたって、水産業が安定的に継続され、県民の皆さんが豊かな県産

水産物のすばらしさを実感できるよう、水産業及び漁村のめざす姿の実現に

向けて施策を推進します。

2 水産業及び漁村のめざす姿

( 1 ）将来にわたって、漁業が継続的に行われ漁業者が一定以上の所得を確保

している姿

園水域環境の保全を図りながら、水産資源、の適切な保存及び管理により、

その維持及び増大を進めるとともに、競争力のある養殖業が確立される

ことで、将来にわたって、漁業が継続的に行われ漁業者が一定以上の所

得を確保しています。

( 2）様々な世代の漁業者が生き生きと働き、次の世代に継承できる魅力ある

水産業及び漁村が確立している姿

冨多様で意欲のある若者が漁業に就業し、及び漁業技術が伝承されるとと

もに、漁業者自らが高い付加価値を創出すること等により水産業者等の

経営カが強化されることで、様々な世代の漁業者が生き生きと働き、次

の世代に継承できる魅力ある水産業及び漁村が確立しています。

( 3）災害に強く生産性が高い水産業と安心で快適な漁村が構築されている

姿

冨漁村地域の防災及び減災対策、水産業の持続的な発展に資する基盤整備

及び活力ある漁村づくりが行われるとどで、災害に強く生産性が高い水

産業と安心で快適な漁村が構築されています。

3 基本計額の期間

この基本計画は、ー令和 2年度から令和 11年度までの 10か年計画とし、水

産業及び漁村をめぐる情勢の変化を勘案し、効果的かっ効率的な施策の展開

ができるよう、おおむね5年ごとに見復します。

語圏謹輯
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第4 基本的施策

1 基本的な施策の展関方向

1 -1 水産資源の維持・増大と競争力のある養殖業の構築

I 1ー1ー1 水産資源の維持及び増大

【資源管理関係］

資源管理は、現状では漁船の隻数やトン数の制限（インプットコントローノレ）と漁具等

の制限（テクニカノレコントロール）を中心に行われていますが、国i士、広域回遊資源につ

いて、資源評価に基づき、漁獲量を制限（アウトプットコントローノレ）する漁獲可能量（T

AC）制度による管理を行い、資源を持続的に生産可能な最大限の漁獲量仏ASY）を達

成できる水準に維持または回復させることをめぎしています。そのため、国の資源評価対

象種やTA C対象種の拡大、個別割当（ IQ）制度の導入などに伴う、水揚げ情報等の収

集体制の強化が必要です。

沿岸資源については、現在の資源評価手法では、実際には資源量が減ってきているにも

かかわらず、漁獲が集中することで一時的に資源量が多く評偲されてしまう場合があり、

正確な資源量を判断できずに乱獲に至る懸念があることから、漁獲量や漁獲努力量の適正

な管理に向け、資源評価の精度を向上し、資源量や漁獲の影響を把握するとともに、各地

で取り組まれている資源管理計画をブラッシュアップしていくことが必要です。

また、資源管理の強化に際して、 T ACの減少も想定されることから漁業者の一時的な

減収対策が必要です。

【栽培漁業関係】

資源評価において放流効果の評価が十分に実施されていない魚種もあるため、放流効果

の検証をさらに進めることが必要です。

また、栽培漁業センター及び尾鷲栽培漁業センターは施設の老朽化が著しく、種苗生産

能力の低下が危倶されており、計画的に修繕等の対策を講じることが必要です。

【研究関係】

資源評価を行ううえで、気象や黒潮流路の変動による海洋環境の変化が資源や来遊（漁

場形成）に与える影響を推定することが必要です。

特に、県が独自に行う資源評価については、正確な評価を行うために必要な漁業や資源

生物情報が十分とは言えず、詳細な漁獲状況の収集システムの構築と生物調査の充実によ

る資源評価の精度向上が必要です。

（盟主関方向）

【資源管理関係］

・広域回遊資源について、水揚げ情報や体長など生物データ等の迅速で継続的な収集体制

を構築し、国が行う資源評価に対して、詳細な情報の迅速な提供などで協力していくと

ともに、 T AC対象種における漁獲量の適切な管理に取り組みます。

・将来的に導入が予想される個別割当 (IQ）制度や法制度化が検討されている漁獲証明
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制度に対しては、地域への影響を考慮しながら、適切に対応します0

・沿岸資源については、継続的な調査による資源の現況把握と科学的根拠を踏まえた評価

を実施する対象魚種を増やしていくとともに、資源評価結果を漁業者に提供し、資源管

理計画をブラッシュアップしていくことで、漁業者の自主的な資源管理措置の実効性の

向上につなげます。

－漁業者が安心して資源管理に取り組めるよう、資源管理による減収等を補てんする漁業

経営安定対策の活用を促進します。

－定震漁業とまき網漁業など異なる漁業種類間の調整に資するため、関係者等とともに協

議の機会を設けるなど、相互理解及び共存共栄を推進します。

－本県漁業者と隣県漁業者との操業の調整に資するため、「漁業に関する協定j等に基づく、

漁業者間による協議結果の遵守徹底を指導し、機業者間のトラブル等の紡止を推進しま

す。

・漁業者と遊漁者等による協議や遊漁者等へのノレール等の周知を推進し、海面利用に関す

る漁業と遊漁等の秩序の形成を図ります。

－漁協、海上保安部、警察、市町などの関連機関とも連携し、地域全体の取組として監視・

取締りを強化し、密漁の根絶を図ります。

－取締船による監視やパトロール、中型まき網漁業の網船へのAI Sの装着などにより、

三重県漁業調整規則で規定されている採捕禁止期間や体長などの制限、漁業許可の内容

となっている操業期間や地域毎に資源を守るために定めたノレールなど、資源管理措置の

遵守を徹底します。

【栽培漁業関係】

・重要魚種の種苗生産や放流など効果的な栽培漁業を推進するため、第8次三重県栽培漁

業基本計画の策定にあたっては、有識者などで構成する「三重県栽培漁業のあり方検討

会Jを設置するとともに、栽培対象魚種の選定には資源評価を踏まえ、資源状況の安定

した魚穫は漁獲管理に重点を移すなど、種苗放流と漁獲管理の連携をより一層強化しま

す。

－第8次三重県栽培漁業基本計画の内容を踏まえ、栽培漁業センタ｝および尾鷲栽培漁業

センターの適切な運用に努めます。

｛研究関係1
・沿岸資源については、大学や国立研究開発法人水産研究・教育機構ど連携し、県内全域

にわたる詳細な漁獲情報の収集体制の構築、 AI・Ic T等を活用した漁船からの漁獲・

環境情報のリアルタイム収集技術の開発、重点的な生物調査などを実施することで、精

度の高い資源評価を実施し、科学的根拠に基づいた資源の現状や将来予測を漁業者等に

提示し、資源管理の取組を促進します。

－調査船による海洋観測や新たな人工衛星情報、 Ic Tブイや漁船・民間船からの水温等

の情報を活用した精度の高い海況情報を迅速に漁業者等に発信するとともに、海洋環境

が資源の動向や来遊に与える影響を解析し、資源評価の精度向上を図ります。
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（取組目標）

自標名．沿岸水産資源の資源評価対象種の漁獲量に占める割合

現状偉（令和元年度広三三二三子己主三J＜］慕本計画¢自ァ標（令和ll年慶長l

1-1-2 競争力のある養殖業の構築

【疾病対策］

,., 

新たな伝染性疾病が世界各国で発生する中、本県への疾病の侵入を未然に防止すると

ともに、万一発生した際にも迅速に措置できるよう、輸入防疫対策や特定疾病対策の強

化が必要です。

また、すでに県内で発生が確認されている魚病についても、養殖水産物の安定供給の

ため、被害の防止・軽減に向けた対策が必要です。

さらに、養殖水産物の安全・安心確保のため、貝毒等による食中毒の発生防止に向けた

取組が必要です。

真珠養殖については、伝染性疾病や有害赤潮の発生等によるへい死や真珠品質の低下

を軽減できるよう、漁場環境に応じた適切な養殖管理の実施が必要です。

［安定的かつ収益性の高い養殖経営】

収益性の高い養殖業の経営の確保のため、「売れる水産物JをめざLた養殖水産物のブ

ランド化、多品種化とともに、流通・小売事業者のニーズに確実に応じられる生産体制の

構築と品質の均一化が必要です。

また、藻類養殖、真珠養殖、カキ類など員類養殖では、養殖生産が水温等の漁場環境の

影響を受けやすいため、漁場環境のモニタリング体制の高度化と、品質向上や生産の安

定、効率化に向けた技術開発が必要です。

真珠養殖では、優良なアコヤガイ（母貝及び細胞貝）の安定生産、生産される真珠の品

質向上、生産の安定や効率化に向けた技術開発、県産真珠の魅力の発信など需要増進に

向けた取組が必要です。

令和元年度には、過去に経験がないアコヤガ、イの外套膜萎縮症状と大量へい死が発生

したことから、被害軽減のための対策が必要です。

（展開方向）

［疾病対策】

－国の指導に基づく輸入養殖水産物の替地検査、新規疾病を含む各種疾病の発生状況や

防疫対策等に関する情報共有、情報に基づく防疫対策を推進します。

－薬剤耐性菌の被害防止のため、水産用抗菌剤の適正使用の指導体制を強化します。ま

た、被害が拡大している疾病等の発生に対応するため、国や大学等と連携し、薬剤やワ

クチンの開発及び新魚種に対する医薬品の使用基準の整備を留ります。

－養殖魚の魚病診断、投薬・予防に係る指導を実施するとともに、疾病の防止、被害の軽
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滅につながる技術開発、普及を進めます0

・漁速や水産関係団体と連携し、養殖業における生産履歴情報の保管と開示を促進しま

す。

・殺菌海水による浄化の徹底や、行政と生産者が連携し、漁場環境やカキのノロウイル

ス保有状況を調査し、ホームページ等で消費者に対し積極的に情報提供するなど、県

産カキの安全・安心確保の取組を推進します。

・三重県栽培漁業センターで生産したヒラメ種苗について、ヒラメクドア症にかかる検

査を実施するとともに、ヒオウギガイ、カキなどについて定期的に貝毒プランクトン

のモニタリングと良毒検査を実施します。

【安定的かつ収益性の高い養殖経営】

－気候変動iこ対応した育穏による魚類・藻類（ノリ類）・アコヤガイの品種改良、新たな

品種に適した養殖技術の開発、現場での普及に向けた支援とともに、作業の共同化や

協業化の取組を促進して経営基盤の強化を図ります。

－魚類養殖でl士、市場ニーズに応じた養殖魚の安定供給に向け、養殖魚の付加価値向上

によるブランド化を進めるとともに、養殖管理の省力化や需要を踏まえた計爾的な生

産に向けて、 AI ・ I C T等を活用した養殖技術の標準化・適正化とともに、経営体の

協業化、大規模化を進め計画生産体制を構築します。

・藻類養殖、真珠養殖では、漁場環境の自動観測とリアルタイムでのオンライン表示シ

ステムの開発により、生産の安定化・効率化とともに、品質向上に向けた養殖技術の見

える化を推進します。

－令手口元年度に発生したアコヤガイの外套膜が萎縮する症状やへい死について、水産研

究所による原因究明や養殖管理のための自動観測データの提供、複数種類の稚員の育

成、漁場でのアコヤガイ成育状況のモニタリング、制度資金の無利子化などの経営支

援等の対策に取り組みます。

（取組目標）

目標名 新たな養殖品種開発件数

＇＇現制瑳（雪量和元年度 5三J：三：：J三主；｝，.・・・・・＇［）
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1-2 多様な担い手の確保・育成と経営カの強化

J 1-2-1 多様な担い手の確慨び育成

木県の漁業への新規就業者数のうち過半数を非漁家や県外からの就業者が占めているこ

とから、就業希望者が円滑に漁業に就業し漁村で生活できるような仕組みづくりを進めて

いくことが必要です。

また、法人雇用が増加していることから、雇用の受け皿となる経営体の確保及び育成を

進めるなど、地域の水産業及び持者、村が若者にとって魅力的な働く場となることが必要です。

さらに、漁業を開始する場合、漁船の購入や施設整備費用などの初期投資に係る金銭面

の負担が大きな障壁となっていることから、こうした負担を軽減し、早期の経営安定につ

なげていくことが必要です。

漁業就業者の減少により労働力の確保が閤難となってきていることから、障がい者、高

齢者、女性など漁業の多様な担い手による新たな就労の創出につなげる取組が必要で、すo

（展開方向）

・水産高校や漁業土と連携した講座の開催など、学生等な対象に、地元水産業の魅力紹介

や漁業体験を実施します。

・漁師塾において、水産業普及指導員が研修会開催の支援とともに、新たな漁師塾の開設

に向けた現地検討会の開催など漁師塾地区の拡大を支援することで、地区外からの就業

希望者の受け入れと定着を促進します。

・新規就業者の定着を支援するため、事業承継の仕組みづくりなどにより自立時の初期投

資費用の負担軽減を図ります。

・ロボ、ツト技術を活用した省カ化等により、高齢者や女性など多様な担い手がライフステ

ージ等にあわせて活躍できる「ユニバーサノレ水産業Jの実現を推進します。

－協業化や法人化を促進し、安定した経営基盤を有し、労働環境や安全管理体制の整った

法人を確保・育成することで、若者等の濯用の受け皿の確保を図ります。

－意欲ある漁業者を対象に漁業経営、資源管理、加工流通、 6次産業化などに関する研修

への参加を促進し、技術や経営管理能力の向上を図ります。

－地域が主体となって水福連携に取り組む体制jづくりや地域における水福連携の推進等を

担う指導者の育成を支援し、水福連携の取組の展開を図ります。

（取組目標）

呂標名 新規漁業就業者数（45歳未満）

現状債f令和元年度~····.•·.············；··三三··.····＼：：；三出ti：基本計額の：冒標｛令和ね年度｝........ ・.¥/ 
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'[ 1-2-2 安定した経営体の育成

個人経営体の漁労所得は勤労者世帯の所得と比較して、依然として低いことから、収入

の増加や経費の削減など所得の向上をめざした取組を促進していくことが必要です。

また、本原の漁業経営体は、 96%を個人経営体が占めており、経営規模も小さいことか

ら、漁業経営の安定を図るため、作業の自動化・効率化など生産性の向上や経営規模の拡

大、働き方改革等を進めていくことが必要です。

（展開方向）

・収益性向上をめざした漁船、漁具、施設等の整備等に対して、漁業近代化資金等の水産

制度資金等により支援します。

－複合経営や協業化等の取組を促進することで所得向上を図るとともに、法人化や経営規

模の拡大を支援することで、水産業者等の経営の安定と雇用の創出を促進します。

・AI・ IC T等を活用した技術の見える化、作業の自動化・効率化など、生産性や所得

の向上、｛動き方改革につながる水産業のスマート化を加速します。

・所得向上を図るため、水産加工業者や流通業者との連携や6次産業化等による高付加価

値化の促進を図ります。

－漁場を最大限有効に活用できるよう、漁協等と十分に連携を図りながら、地元水産業者

の規模拡大や新規参入の促進などにより経営力のある担い手の確保及び育成を進めます0

・操業の効率化など所得向上につながる漁船や省力化・省コスト化に必要な機器等の導入、

資源管理を推進しつつ収主主性の向上を図るために必要な漁船や漁具の導入を支援します。

・災害や不慮の事故等による漁業経営への影響を緩和するため、漁業共済や漁業経営セー

フティーネット構築事業等への加入を促進します。

（取組目標）

目標名 「浜の活力再生プラン」策定地区における漁業所得の増加率

（現状値を 100とした場合の増加準）

現倒産t議函正面正巳三三：J•... (.······/'·•·····,··•· •. 1：基本計慣の目標t制問存度Ec 
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1-2-3 水産業協同組合の経営の安定

合併漁協は事業の効率化等により事業利益を黒字化し、経営改善に一定の成果を上げて

いますが、多くの小規模漁協では、依然として事業利益がマイナスとなっており、漁業者

の協同組織として、地域の水産業振興や活性化の中核的な役割を果たしていけるよう、合

併による経営基盤の強化や組織や事業の充実強化を図っていくことが必要です。

真珠養殖漁協や内水面漁協についても、組合員数の減少やそれぞれの漁業が抱える様々

な課題に的確に対応L、漁業者の協同組織として必要な役割を果たせるよう、合併による

経営基盤の強化や組織や事業の充実強化を図っていくことが必要です。

（展開方向）

・県1漁協をめざし、その前段階となる「県3漁協（伊勢湾地区、鳥羽磯部地区、外海地

区）Jなど段階的な合併を促進します。伊勢湾の沿海漁協については、県漁連等系統団体

と連携しながら、漁協合併が円滑に進むよう、「伊勢湾地区漁協合併推進協議会Jを軸に

合併協議を促進します。また、組合員数の減少が深刻な漁協については、先行的な合併・

再編も視野に入れた協議を促進します。

・真珠養殖漁協について、組織強化や合併に向けた勉強会の開催など、漁協合併の検討を

行っていきます。

－沿海漁協、真珠養殖漁協及び内水面漁協について、漁業者の協同組織として必要な役割

を果たせるよう、適正な人員配置と人材育成、コンブライアンス向上、管理費削減など

の経営合理化、加工・販売体制の構築や拡充など、組織及び事業の強化・充実を支援し

ます。

（取組呂榛）

目標名・県内の沿海漁協数

現状猿L令和元年度1一三 基本吾f扇の目標（令和）1年度）
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1-2-4 県産水産物の競争力の強化

県産水産物の競争力を強化し、漁業者の所得を向上させるためには、品質の向上や異業

種との連携による商品開発等の取組を進めるとともに、県産水産物の魅力を消費者に向け

て発信し、新たな叛路の開拓につなげるなど、水産物の付力H価値を向上させ差別化を図っ

ていくことが必要です。

また、国内の食市場が縮小すると見込まれる中、国際的な水産物需要の高まりや「日本

食」に対する追い風等の好機安活かし県産水産物の輸出を促進するためにはγ 意欲的な事

業者を確保・育成するとともに、木県の強みを生かした県産水産物の輸出拡大に向けた取

組を支援していくことが必要です。

さらに、真珠について、アジアの富裕層を中心に需要が年々拡大している一方、 1事洋真

珠や淡水真珠などの外国産真珠との国際競争が激化しており、県産真珠の品質向上、県産

真珠の魅力の発信などの需要増進に取り組むことが必要です。

県産水産物の競争力の強化につなげていけるよう、産地市場の統廃合等により産地市場

の競争力を高めていくとともに、年々増加する市場外流通への対応が必要です。

（展開方向）

県産水産物の新たな販路拡大を進めるほか、 6次産業化、観光業等異業種との連携など

を含めた付加価値向上の取組を支援するどともに、水産エコラベル認証の取得や、地理

的表示保護制度（GI)の活用などを促し、ブランドカ向上を図ります。

食品衛生法に基づく HACCPの速やかな導入や生産者による鮮度保持の取組など、衛

生管理の高度化を促進するとともに、産地市場の統廃合を進め、高度衛生管理市場や情

報通信施設の整備など拠点市場の整備による流通の効率化や高度化を進めます。

輸出拡大に向け、国に対し、引き続き、輸出先国の手続き等規制緩和を要望するととも

に、輸出に取り組む事業者の拡大を進めていきます。また、アジア経済圏を主なターゲ

ットとした商談機会の創出に努めるとともに、輸出先国の規制等を踏まえたHACCP

認定取得等を促進します。

真珠の品質向上等に向けた技術開発、環境に配慮した真珠の生産体制及びサスティナブ

ル、エシカルといった県産真珠のブランドイメージの構築、海外の真珠バイヤーやイン

バウンド向けの真珠体験ツアーの受け入れ、国際イベントにおける真珠の利用促進など

国内外での真珠の魅力のPRに取り組みます。

2021年の第9図太平洋・島サミットの開催（志摩市）を千載一週のチャンスと捉え、真

珠等はじめ県産水産物や食材等の魅力を国内外に発信し、知名度向上と需要拡大を図り

ます。

伊勢志摩サミットのレガシーや日本農業遺産及び日本遺産の認定による知名度を活か

した情報発信、イベント等の開催等による地元水産物のPRに取り組みます。
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（取組目標）

目標名 県輸出協水産部会員による新たな輸出取引件数

現状鐙怜手自元年度日主主主；～：.y ：マヨ F·•····.1·····基本計画ぬ目標｛令組）J年度）ぐ

1-3 災害に強〈生産性が高い水産基盤の整備と活力ある漁村の構築

J 1-3-1 水産業の基盤の整備

南海トラフ地震発生の緊迫度が増すとともに、大型化する台風や豪雨などによる自然災

害が頻発・激甚化してきている中、防波堤や係留岸壁などの漁港施設や、堤防などの漁港

海岸保全施設は、老朽化が進む一方で、耐震対策が進んでいないため、施設の耐震化・長

寿命化、津波防波堤の耐震化・耐津波対策等の整備を早急かっ計画的に進めていくことが

必要です。

また、漁業者の高齢化や減少が進む中、漁協の合併は進んでいるものの地域における漁

港・漁港機能の集約化は進んでいないため、地域に応じた再編・集約化を進めるとともに、

流通コストの低減や、水産物の品質向上と将来的な輸出を見据えた施設整備を推進してい

くことが必要です。

（展開方向）

・防波堤や岸援などの漁港施設や堤防などの海岸保全施設では、拠点漁港を中心に効率的

な耐震・耐津波対策とともに、老朽化の度合いなどを踏まえた適切な長寿命化対策も進

めます。加えて、 Bc Pや防災技術マニュアルの策定・運用により、ソフト・ハードの

両面からj魚、港及び漁村における防災・減災対策に取り組みます。

－水産業の生産性を高めるため、共同加工施設や冷凍冷蔵施設などの共同利用施設等の整

備を促進します。

・拠点漁港を中心に周辺漁港と組み合わせた漁港機能の再編・集約化を進めるため、集出

荷機能の集約・強化や高度衛生管理型の産地市場の形成、漁港ストックの有効活用など

について取組を進めます。

（淑組目標）

目標名 拠点漁港における耐震“耐津波対策を行った施設の整備延長（累計）

｜現状1室崎和元年度町三三三三日：：：：ιマi基本計函dj.目標r令和泊穿度｝ .••••••• ・.・.・三可：己目l
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1-3-2水産動植物の生育環境の保全、改善及び創造

多くの生物の産卵・保育場等といった重要な役割を担っている藻場・干潟が減少してい

るなど本県の漁場環境が悪化していることから、生物を予言む豊かな海を取り戻すため、漁

場整備により本県沿岸資源の成育環境を改善していくことが必要です。

また、効果的に沿岸資源の成育環境の保全・改善を図るためには、漁場整備だけでなく、

磯焼けの原因となる海藻を食べる食害生物（ウニなど）の駆除などの取組と連携すること

が必要です。

また、近年 f海洋プラスチックごみJや fマイクロプラスチック」と呼ばれるプラスチ

ック類が水産資源を含む海洋生態系に悪影響を与えるとともに、水産業界においてもFR 

P漁船、貝殻、廃漁網等漁業生産に伴って生じる廃棄物の処分が問題となっており、この

ような漁業系廃棄物の適正かっ効率的な処理を促進することが必要です。

（展開方向）

・漁業者や関係市町等の関係者と調整を図りながら、海域の特徴や水産資源生物の生態に

配慮した藻場・干潟等の造成・再生並びにさく涛や漁場波様などの漁場整備を実施しま

す。

・漁業者や地域住民などで構成される活動組織による、食害生物の駆除や海藻種苗の移植、

漂着物の徐去など藻場・干潟等の保全活動を支援するなど、ハード・ソフトの筒面から

各海域の特徴に応じた取組を計画的に進めます。

・アサリ資源の保全・増大に向けて効果的な環境整備を行うために策定した水産環境整備

マスタープランに基づき、漁場の環境整備を進めます。

－水産多面的機能が将来にわたって適切かっ十分に発揮されるようにするため、県民への

啓発を進めるとともに、引き続き、漁業者や地域住民等による水産多面的機能を発揮さ

せるための活動を支援します。

・水産庁、環境省や漁業関係団体等と連携し、漁業者などが行う漁業系廃棄物の処分や海

洋ごみの回収を促進します。

（取組自標）

目榛名 藻場・干潟の造成函積

：現状穣·~翁和元年度｝；三三三 基本計額の目標｛令和11年度lてら」
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1-3-3 活力ある漁村の構築

漁村コミュニティの維持が困難となっていくことが懸念される中、水産業及び漁村を支

え、活性化させていく水産業の担い手を確保及び育成するとともに、漁村の主幹産業であ

る漁業の持続的な発展に向けて取組を進めていくことが必婆です。

漁村の人口が減少していく中、漁村文化の継承をはじめとする漁村の役割が将来にわた

って持続的に発揮されるよう、漁業を中心に地域の豊かな資源を生かして交流人口を増や

すなど、漁村地域の活力づくりに向けた取組を促進していくことが必要です。

さらに、余暇活動に係る水域及び漁港施設等の利用のあり方について、漁村の活性化に

つながるよう検討を進めることが必要です。

（展開方向）

・漁村コミュニティの維持発展に向け、漁師塾などの展凋により水産業の担い手の確保・

育成を進めるとともに、漁業ど他の産業との連携や地域外の人材の活用、高齢者や女性

の参画も図りながら、地域全体で漁業に取り組む体制づくりを進めます。

・漁業所得の向上を通じて漁村地域の活性化が促進されるよう、「浜の活力再生プラン」な

どの策定・実践に取り組む漁業者等を支援します。

－都市部等からの誘客を促進して交流人口の増大をはかるため、海女漁業や日本農業遺産

等の地域資源の活用や観光業等との連携を促進します。

－安全で快適な漁村生活のため、海岸保全基本計画に基づく海岸保全施設の耐震対策や住

民の避難対策を進めるとともに、漁業集落排水施設の機能保全など生活環境整備を進め

ます。

・水域及び漁港施設等の有効活用により、都市と漁村の交流や新たな産業の誘致等を促進

します。

・ロボ、ット技術を活用した省力化等により、高齢者や女性など多様な担い手がライフステ

ージ等にあわせて活躍できる「ユニバーサル水産業jの実現を推進します。

・A I・Ic T等を活用した技術の見える化、作業の自動化・効率化など、生産性や所得

の向上、働き方改革につながる水産業のスマート化を加速します。

（取組目標）

目標名 漁村の活性化につながる新たな取組数（累計）

現状値l令和活年度〉仁川＜：.ベ＜三ご子三三

－
 

m
d
 



1-3-4 内水菌地域の活性化

カワウの生息数及び食害によるアユの被害金額は、いずれJも減少傾向にはあるものの、

依然として水産資源に大きな被害を与えており、早急な対策が必要です。

また、内水面漁協の運営を支えるためには、安定的な遊漁料収入が不可欠となっており、

遊漁者の増加につながる取組が必要です。 J 

さらに、河川｜が本来有している生物の生息・成育・繁殖環境等が保たれるよう、適切な

漁場環境の保全が必要です。

絶滅が危倶されるなど、国際的にもウナギの資源管理が求められており、産卵親ウナギ

やシラスウナギの保護とともに、燃油価格の高騰等により厳しい状況となっているウナギ

養殖環境の安定化が必要です。

（展開方向）

［内水面水産資源の回復1
・内水面水産資源の維持・増大に向け、稚アユ放流など漁業権対象魚種の増殖のための

取組を支援するとともに、ドローン等による新しいカワウ駆除技術の情報提供など

カワウ等による食害防止対策を支援します。

・アユ冷水病やコイヘルペスウィルス病等の蔓延妨止に資するため、楼病魚の移動制

限等の措置を速やかに実施します。

－遊漁者数の増加につながるよう、天然資源を守りつつ、多様化する遊漁者ニーズに応

える魅力的なJ11づくりについて検討を進めます。

－ウナギの保護のため、産卵のために河川｜から海へ下る「下りウナギ」の再放流、密漁

監視や特別採捕許可での採捕許可数量の管理による適正なシラスウナギの採捕を促

進します。

－ウナギ養殖業者に対して適正な池入れが行われるよう養殖指導等を行うとともに、

配合飼料及び燃油価格の高騰に対応できるよう、箇の漁業経営セーフティーネット

構築事業の活用を促進することで、養殖経営の安定化を図ります。

［内水面における漁場環境の再生］

・地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・

生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出を推進します。

・漁場環境・生態系の維持・回復に資するため、ヨシ帯の保全や河川の清掃活動など、

漁協等が行う取組を促進します。

（取組目襟）

毘標名 内水面地域に訪れた遊漁者数

現状値｛令和元年度）： L慕本吉f~1の目一穣（令和.11 年度）主←子
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1-4 その他の施策

1-4-1 水産に関する技術の研究開発の推進及びその成果の普及

県内の漁業・養殖業の競争力の強化を図り、水産業を成長産業とするためには、漁業者

や関係団体の抱える課題を的確に把握し、生産性と収益性の向上を実現するための技術革

新を進めるとともに、経営を含めた安定生産のための技術支援を行うなど、新たな技術の

開発とその成果を普及していくことが重要となっています。

また、近年、 AI ・ I C Tやロボット技術、遺伝子解析技術が急速に進展し、海洋環境

や水産資源のモニタリング、機器の制御や自動化、水産動植物の育穏などへの適用が急速

に進む中、スマート水産業の実現に向けて、これら最先端技術の生産現場での活用を促進

していくことが必要です。

特に、最先端分野の技術研究は、水産研究所単独での推進は難しく、国や大学等の研究

機関や民間企業等との連携が必要です。

（展開方向）

生産現場が抱える課題解決のため、現場のニーズ把握に努め、生産性と収益性向上を実

現するための技術開発を推進します。

スマート水産業の実現に向けて、産学官の研究会を立ち上げ、新技術の試験的導入・実

証などを進めます。

受託事業や競争的資金を積極的に獲得し、水産研究所に不足する知識や分析機器等を有

する研究機関とコンソ｝シアムを形成し、最先端の知見や調査研究手法の活用を進め、

効率的・効果的に県内水産業の課題解決を図ります。

得られた成果l士、生産現場への技術導入のメリットを科学的根拠に基づき、わかりやす

く説明することで、広く速やかな普及をめざすとともに、漁業者、関係団体等ど積極的

に意見交換を行うことで、研究ニーズの把握に努めます。

（取締目標）

巨榛名 県肉でのスマート水産業の実践数

j現状纏（令和元年度）........ ＼＞·••·····三日：日－；日｜基一本雲閣の百駅軒目口元町“

qu 
n
d
 



l-4-2 県民の理解の促進

水産業者等、市町、県民の皆さんと一体となって取り組み、三重県水産業及び漁村のめ

ざす姿を実現してい4ためには、漁業者による海難救助や漁村文化の継承など、水産業及

び漁村が果たしている役割について県民の理解を十分に深めていくことが必要です。

また、県内の魚介類の1人当たりの年間消費量が減少するなど消費者の魚離れが進む中、

水産業及び漁村の果たす役割や水産物の魅力についての理解を促進し、県産水産物の消費

の増加につなげていくこと必要です。

（展開方向）

・水産物の持つ健康面での機能性や資源保護の重要性、多面的機能等をはじめ水産業及び

漁村が果たしている役割について、県民等に広く理解が進むよう、 SN Sなど Ic T等

を活用して効果的に情報発信します。

・観光業等との連携により、漁業体験等を通じて水産業や県産水産物の魅力を伝える取組

等を促進します。

・学校給食や学校教育と連携して、子供たちに、魚食の良さを伝え、魚食習慣の定着に向

けた恥組を促進します。

－園内の魚介類摂取量は、 40歳代以下の世代で特に顕著に少なくなっており、次世代に魚

食習慣を伝えていくためには、家庭での魚食習慣の定着が重要で、あることから、時短・

簡便な魚介類の調理方法の紹介や魚食の魅力を発信し、家庭における魚食普及を促進し

ます。

・水産業への理解が深まるよう、県民等が水産業の現場安訪れ、見て、体験できる水産業

の見える化への取組を促進します。

（取組問様）

目標名 県民理解の向上に向けた取組数

現状値（令和し元年度1：ヨ
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2 漁業種類別の施策の展開方向

2-1 船びき網漁業及びまき網漁業

（イワシ類、サバ類、アジ類、イカナゴ等）

船びき網漁業は、伊勢湾や伊勢湾口におけるイワシ類やイカナゴなどの多獲性浮魚を主

に漁獲しており、漁獲量は横ばいで推移しています。また、まき網漁業は、イワシ類、サ

バ類、アジ類などの多獲性浮魚を主に漁獲しており、漁獲量は増加傾向にあります。

マイワシ、マアジ、サバ類等などTAC  （漁獲可能量）制度の対象魚種については、閣

は、現在の環境下において持続的に採捕可能な最大の漁獲量（MSY）を達成できる水準に、

資源を維持・回復させることをめざすこととしており、一時的なTA C配分の減少や将来

的には漁獲割当て制度（ IQ）の導入も想定されることから、漁業者の一時的な減収対策

が必要です。

また、平成28年から漁の解禁の見合わせが続くイカナゴについては、資源減少の原因究

明など資源回復に向けた取組を進めるとともに、経営の安定に向けた取組を促進する必要

があります。

同一海域において、船びき網漁業、定置漁業、まき網漁業など異なる漁業が操業を行っ

ているこどから、漁業開花おける調整が必要です。

まき網漁業では多量の漁獲物が水揚げされることにより魚価が下落する場合があるため、

その対策が必要です。

（展開方向）

・三重県漁業調整競則等の公的管理措置の遵守の徹底及び漁業者の自主的な資源管理の取

組に対する支援により、水産資源の維持・増大を図ります。

・TA C対象魚種の適切な管理に資するよう、漁獲量管理等を行い、必要な措置を講じる

とともに、国の資源評価に必要となる迅速な水揚げ情報等のデータ収集体制を構築しま

す。

－漁業者を中心とした資源管理に資するよう、船びき網漁業やまき網漁業で漁獲される水

産資源について、科学的根拠を踏まえた精度の高い資源評価に基づき、資源評価結果や

効果的な資源管理手法を漁業者に提供し、漁業者が策定する資源管理計画をブラッシュ

アップすることで、漁業者を中心とした効果的な資源管理を促進します。

・イカナゴの資源回復に向け、夏限場での海水温の連続観測や、愛知県と連携した夏目民魚

や仔魚の採集調査を行うなど、資源の状況把握や減少要因の究明に努めるとともに、漁

業関係者への情報提供を実施します。

・漁業者の新たな収入源の確保に向けて、単一の漁業種類だけでなく複数の漁業種類を営

むことにより、経営を安定化させていく取組を支援します。

－沿岸漁業とまき締漁業の調整に資するため、関係者等とともに協議の機会を設けるなど

により、相互理解及び共存共栄を推進するとともに、引き続き、 AI Sを用いたまき網

漁業の操業位置情報の管理を行います。

・大量に漁獲された水産物等を有効活用し、安定した漁業経営や就労環境の改善を図るこ

とが重要であるため、未利用資源や大量の漁獲物の一時保存を可能とする水産加工施設
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等の整備を進めます。

－異常な事象や不慮の事故、燃油高騰等による漁業経営への影響の緩和を図るため、経営

の安定を支える漁業共済やセーフティーネットへの加入を促進します。

・漁業者が安心して資源管理に取り組めるよう、資源管理による減収等を補てんする漁業

経営安定対策の活用を促進します。

・操業の効率化など所得向上につながる漁船や省力化・省コスト化に必要な機器等の導入、

資源管理を推進しつつ収益性の向上を図るために必要な漁船や漁具の導入を支援します。

｜ 一定置漁業
（ブリ、サバ類、イカ類等）

定置漁業は、ブリ、サパ類、イカ類などの多獲性浮魚を主に漁獲しており、漁獲量は横

ぱいで推移しています。

マイワシ、マアジ、サパ類などTAC  （漁獲可能量）制度の対象魚種については、現在

の環境下において持続的に採捕可能な最大の漁獲量仏！［SY）を達成できる水準に、資源を

維持・回復させることをめざすこととしており、一時的なTA C配分の減少が想定される

ことから、漁業者の一時的な減収対策が必要です。

適切な管理・保存による水産資源の維持・増大に向けて、 TA C制度の的確な運用など

科学的知見を踏まえた資源管理を進めていく必要があります。

（震開方向）

・三重県漁業調整規則等の公的管理措置の遵守の徹底および漁業者の自主的な資源管理の

取組に対する支援により、水産資源の維持・増大を図ります。

・TAC対象魚種の適切な管理に資するよう、漁獲量管理等を行い必要な措置を講じます0

・定置網への水中カメラの設置やAIによる画像解析により、漁獲状況を事前に把握し、

積載する氷の量や不要な出漁を減らすことにより操業の効率化を図るなど、 A I ・ I C 

T等の活用を促進します。

・異常な事象や不慮の事故、燃油高騰等による漁業経営への影響の緩和を図るため、経営

の安定を支える漁業共済やセーフティーネットへの加入を促進じます。

・漁業者の自主的な資源管理措置が講じられるよう指導等を行うとともに、漁業者が安心

して資源管理に取り組めるよう、資源管理による減収等を補てんする漁業経営安定対策

の活用な促進します。

2-3 一本釣り・刺し網・はえ縄漁業等沿岸漁業

（マダイ、イセエビ、トラフグ等）

一本釣り漁業、刺し網漁業、はえ縄漁業等は、対象資源が多岐にわたり、漁獲量の動向

もマダイは横ばい、イセエどは増加傾向、トラフグは蜘少傾向など様々です。

魚種ごとの資源動向や資源特性に応じて、資源の維持・増大を進めていくことが必要で

す。
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（震開方向）

・三重県漁業調整規則等の公的管理措置の遵守の徹底及び漁業者の自主的な資源管理のr取

組を支援することにより、水産資源の維持・増大を図ります。

・マダイ、ヒラメ、カサゴ、クルマエピなどの本県の栽培漁業対象魚種に加え、サワラ、

イサキ、イセエピなど、についても、科学的根拠を踏まえた精度の高い資源評価に基づき、

資源評価結果や効果的な資源管理手法を漁業者に提供し、漁業者が策定する資源管理計

画をブラッシュアップすることで、漁業者を中心とした効果的な資源管理を促進します0

・資源増殖について要禁があるマダイ、ヒラメ、 トラフグ、カサゴ等について、新たに策

定する栽培漁業基本計画に沿って、効率的、効果的な栽培漁業を推進します。

・イセエピ資源の積極的な増殖のため、栽培漁業実現に向けた種苗の量産技術開発や効率

的な飼育技術の開発に努めます。

－異常な事象や不慮の事故、燃油高騰等による漁業経営への影響の緩和を図るため、経営

の安定を支える漁業共済やセーフティーネットへの加入を促進します。

－漁場環境の改善と水産資源の回復を図るため、干潟・藻場等の再生・保全を推進します0

・操業の効率化など所得向上につながる漁船や省力化・省コスト化に必要な機器等の導入、

資源管理を推進しつつ収益性の向上を図るために必要な漁船や漁具の導入を支援します。

ヒ
底びき網漁業

（ヱビ・カニ類、アナゴ、アサリ等）

底びき網漁業は、伊勢湾において、エピ・カニ類、アナゴなど底魚類、アサリなど二枚

貝類を漁獲しており、漁獲量は減少傾向にあるため、詳細な原因究明を進めるとともに、

資源の維持・増大に取り組むことが必要です。

（展開方向）

・クルマエビ、ヨシエピ、ガザミ、アナゴ、アサリ、ハマグリなど、底びき網漁業で漁獲さ

れる水産資源について、継続的な資源や漁場環境の調査による現況把握と科学的知見を

踏まえた資源、評価に基づき、資源評価結果や効果的な資源管理手法を漁業者に提供し、

漁業者が策定する資源管理計画をブラッシュアップすることで、漁業者を中心とした効

果的な資源管理を促進します。

・三重県漁業調整規則等の公的管理措置の遵守の徹底および漁業者の自主的な資源管理の

取組を支援することにより、水産資源の維持・増大を悶ります。

・調査船や漁船等により、温暖化等の動向を把握するとともに、底魚類や二枚貝類の生産

に漁業環境が及ぼす影響を解明し、精度の高い資源評価につなげます。

・資源増殖について要望があるクルマエピ、ガザミなどについて、栽矯漁業主主本計画に沿

って、効率的、効果的な栽培漁業を推進します。

－漁業者の新たな収入源の確保に向けて、単一の漁業種類だけでなく複数の漁業種類を営

むことにより、経営を安定化させていく取組を支援します。
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－異常な事象や不慮の事故、燃油高騰等による漁業経営への影響の緩和を図るため、経営

の安定を支える漁業共済やセ｝フティーネットへの加入を促進します。

－資源の回復を図るため、幼稚｛子の成育に必要な干潟・悪事場等の再生・保全等を推進しま

す。

ト－5 採員漁業

アサリの漁獲量は昭和 57年（14,769トン）をピークに減少し、平成 30年は8トンと過

去最低を記録するなど、伊勢湾におけるアサリ等二枚貝類の漁獲量は減少しています。

減少要因については、漁獲圧の高い状態が続いたこと、母貝場（ぼがいば）となる子潟の

減少、貧酸素水塊や集中豪雨といった生息環境の悪化などが要因と考えられており、資源

減少の詳細な原因究明を進めるとともに、成育環境の保全・再生を進めるなど資源の回復

に向けた取組を進め7ていくことが必要です。

シジミ漁獲量が大きく減少していることから、資源動向を把握し、資源評価の導入を検

討するなど適切な資源管理に取り組むことが必要となっています。

（農開方向）

・科学的根拠に基づく精度の高い資源評価に基づき、資源評価結果や効果的な資源管理手

法を漁業者に提供し、漁業者が策定する資源管理計画をブラッシュアップすることで、

漁業者を中心どした効果的な資源管理を促進します。

－操業時間、漁獲量・漁獲サイズの規制等による資源管理や、効果的な稚貝放流、食害生

物の除去等、漁業者によるナサリ資源を増やす取組を支援します4

－漁業者と連携して、操業データと溶存酸素や塩分等の海洋環境データどの関係性を解析

すること等により、アサリ等二枚貝類のより詳細な減少要因の究明を進めます。

－県内の河口減等に発生する大量の稚貝を活用した効果的な移殖放流や資源、回復に向けた

有効な漁獲管理が実現するよう、漁業者等で構成する「三重県アサリ協議会（事務局ー

漁連）Jを中心に取組を進めます。

－アサリの着底や定着を阻害する波浪の影響を低減するため、粒径が大きい砕石毛と用いて

の漁場造成や干潟を網で覆う手法の研究開発を進めます。

－伊勢湾全体のアサリ資源を増やすため、伊勢湾奥部で母貝の成育に適した干潟造成等に

取り組むとともに、干潟造成による母貝資源・浮遊幼生量の増大や貧酸素化の軽減等、

干潟造成に期待される効果の評価を行し、ます0

・伊勢湾においてアサリと同様に重要な二枚貝類であるハマグ、リの増殖に向けた調査研究

を進めます。

・平成 31年にアサリなど二枚貝類への寄生が本県で初めて確認されたカイヤドリウミグー

モ（以下「ウミグモJ）にういては、県内におりる分布調査を実施するとともに、ウミグ

モの生息、域の拡大につながることが無いよう、関係者と協議しながら慎重に漁場整備を

進めます。

・貝毒等による食中毒の発生防止のため、定期的に貝毒プランクトンのモニタリングと貝
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毒検査を実施します。

・シジミの資源動向を把握するために地元漁業者等が行う漁場調査等に協力するとともに、

資源評価に基づいた持続的な資源活用を推進します。

－漁獲量が増加しているバカガイやパイなどを対象に 6次産業化による加工を行い、地域

特産物として開発を行う取組等を支援します。

トー6一
本県の海女の人数は、平成30年には614人と減少しており、県内における海女漁獲物と

して重要なアワビ漁獲量も、昭和 41年の 751トンをピークに平成 16年以降は 100トン以

下と減少しています。

伝統ある海女漁業の存続のため、海女が生業（なりわい）として続けられるよう、アワビ

資源の回復や海女漁獲物の付加価値向上などの対策が必要です。

（展開方向）

・需要に合わせたアワビ大型種苗の生産体制の構築や最適な放流手法の普及による回収率

の向上ならびにコンクリート板による放流漁場造成効果の把握と普及により、海女の最

も重要な漁獲対象資源であるアワビ資源の回復を図ります。

・アワビについて、科学的根拠を踏まえた精度の高い資源評価に基づき、資源、評価結果や

効果的な資源管理手法を海女等に提供し、海女等が自ら策定・実施する資源管理計画を

ブラッシュアップすることで、海女等を中心とした効果的な資源管理を促進します。

・A I・Ic Tやドローン等を活用し、海女が効率的に藻場を管理する仕組みづくりを進

めるとともに、漁場環境の変化に対応したアワビ種苗生産や海女の潜水技術を活用した

アワビ養殖手法の開発に取り組みます。

－海女の後継者の確保及び育成のため、漁師塾において、水産業普及指導員が研修会開催

の支援とともに、新たな漁師塾の開設に向けた現地検討会の開催など漁師塾地区の拡大

を支援することで、地区外からの就業希望者の受け入れと定着を促進します。

－効果的な藻場や漁場の造成に取り組むとともに、漁場における有害生物（ウニなど）の

除去等、藻場や漁場の環境保全に取り組む海女等の活動を支援します。

・海女自身による資源管理の取組を「見える化j し、持続可能性をPRすることで、海女

漁業や「海女もんj商品の賦力向上を図るとともに、首都圏などでの海女漁業や「海女

もん」商品の魅力発信、「海女もんJ商品の品質向上のための研修など海女振興協議会の

活動を支援します。

• 2021年の第9回太平洋・島サミットの開催（志摩市）を千載一遇のチャンスと捉え、海

女漁業や「海女もんJ商品などの魅力を閣内外に発信し、知名度向上と需要拡大を図り

ます。
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に
魚類養殖

（マダイ、ブリ、マハタ等）

魚類養殖は三重県南部地域における重要な産業の一つですが、近年、魚価が伸び悩む一

方で、飼料等の支出が高止まりしており経営を圧迫しています。

本県の魚類養殖は、零細な個人経営体が多くを占め、他県に比べて経営規模が小さく、

大規模な他県の経営体に比ベコスト面で不利な状況にあることから、生産性の向上や経営

の安定に向けた取組が必要です。

また、魚類養殖の給餌作業は時間及びコストが掛かるとともに、飼育管理についても生

産者の経験に大きく依存しており、後継者や若者の新規参入が思難であることから、，作業

の省力化や標準化を進めることが必要です。

（展開方向）

・完全自動型給餌システムや疾病を早期に発見するシステムの開発など、 AI・Ic T等

を活用した養殖生産管理の標準化を図るとともに、複数の経営体が連携し、需要に応じ

て計画的に出荷できる生産体制の構築を進めます。

－他県産地に負けない競争力のある経営体を育成するため、協業化、法人化による規模拡

大や養殖作業工程、資材購入の共同化の取組を支援します。

－経営体の収益性の向上と安定化につなげるため、「伊勢まだい」や「伊勢ぶりJ、「伊勢黒

潮まだい」に続き、マハタやカワハギ等の養殖魚のブランド化を進めるなど、養殖魚の

付加価値向上によるブランド化、需要を踏まえた計画的な生産と積極的な販路開拓を促

進します。

・魚類養殖の生産コスト低減や経営リスク軽減を図るため、低魚粉飼料の開発・普及や複

合養殖の有効性の検証・導入促進に取り組みます。

－魚病被害の低減および消費者に安全で安心な生産物を提供するため、魚病診断の実施、

投薬や疾病予防にかかる指導を実施するとともに、抗病性の向上が期待できる飼料添加

物の関発等、疾病の防止、被害の軽減にかかる技術の開発および普及を推進します。

－赤潮による漁業被害を未然に防止するため、定期的な漁場環境モニタリングを漁業者等

と連携した情報ネットワークにより、被害が予想される赤潮情報の迅速な収集と発信に

努めるとともに、赤潮被害の防止・軽減にかかる調査研究を推進します。

－輸出品目として人気の高いブリについては、民間事業者や他県との連携を図りつつ、漁

協や生産者が取り組む流通対策を支援します。

－養殖魚のブランド化や、持続可能な収益性の高い操業体制への転換に必要な漁船等の導

入などに取り組む「浜の活力再生広域プラン」の実践に取り組む漁業者等を支援します。

r 2-8 藻類養殖
（黒ノ ＇）、膏ノリ等）

黒ノリ養殖は伊勢湾における重要な漁業となっていますが、生産量、産出額ともに減少

傾向にあり、高水湿など気候変動の影響や色溶ちなど様々な課題を抱えています。
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青ノヲ（ヒトエグサ）養殖については、木県の生産量が全国の6割以上を占めている重

要な漁業ですが、生産量、経営体数とも減少傾向にあります。

藻類養殖は零細な個人経営体が多くを占め、他県に比べて経営規模が小さく、大規模な

他県の経営体に比ベコスト面で不利な状況にあるととから、生産性の向上や経営の安定に

向けた取組が必要です。

また、黒ノリ養殖については、高水1鼠や貧栄養など伊勢湾の環境変化に適切に対応して

いくとともに、青ノリ養殖では、天然採苗に頼っているこどから、安定生産に向けた採首

技術の開発等を進めることが必要です。

（展調方向）

・アサクサノリの生産技術の確立に向けた研究開発を進めるとともに、アサクサノリの養

殖生産体制や販売体制の構築に向けた漁業者の取組を支援します。

・黒ノリ養殖において、水温等の環境情報を集約し、 AI ・ IC T等を活用して海況の可

視化や将来予測を行うとともに、その情報を活用して海況に適応した養殖管理を行う仕

組みづくりを進めます。

－高水温に強い黒ノヲの新品種「みえのあかりjなど、漁場環境の変化に適応し、生産性

の向上、年内生産量の増加が期待できる新品穣の作出、普及に努めます0

・栄養塩類が少ない環境下でも色落ちしにくい黒ノリ品種の実用化に向けた研究棟発や、

黒ノリの色落ちの予測等につながる、年間を通じた養殖漁場における栄養塩類の調査・

解析に取り組みます。

・水混、塩分、栄養塩類、プランクトン等の漁場環境情報の提供や生長状態、病害診断等

により、 SN Sツ｝ルを活用するなど、より迅速で高頻度に海況情報を共有できる体制

づくりを進めます。

・生産におけるコスト削減や品質の安定化を図るために共同加工施設の利用や協業化を促

進します。

－伊勢湾において、イカナゴに代わる新たな収入の確保のため、漁船漁業に加えて、新た

に育ノヲ養殖に取り組むなどの経営安定化に向けた取組を支援します。

・色落ち対策や委託加工方式への転換、ブランド構築などに取り組む「浜の活力再生広域

プランJの実践に取り組む漁業者等を支援します。

r2-9 畏類養殖
（カキ等）

本県のカキ養殖は、的矢湾で生産されるカキが「三重ブランド」に認定される等、本県

を代表する水産物として位置づけられていますが、カキの生産量及び産出額は減少傾向に

あります。

カキ養殖は、一部の地域を除き、種苗のほとんどを宮城県産に依存しており、安定的な

種苗の確保に向けた取組を進めることが必要です。

また、貝類については、春季を中心にプランクトンを原因とする貝毒の発生が懸念され

るため、安全・安心の確保に向けた対策が必要です。
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例年、高水温期（ 7～9月）におけるカキのへい死による生産量の減少が問題となって

いることから、高水温期でのへい死率の低減対策等が必要です。

（展開方向）

・カキ養殖については、地場採苗やシンク守ルシード、養殖期間の短縮等の新たな養殖技術

の開発・普及に取り組み、生産コストとリスクの低減、生産物の高品質化につなげますo

・高水温期におけるカキのへい死率の軽減につながるよう、漁場環境のモニタリングを実

施するとともに、養殖密度などの養殖管理の適正化を促進します。

－殺菌海水による浄化の徹底や、行政と生産者が連携し、漁場環境やカキのノロウイルス

保有状況を調査し、ホームページ等マ消費者に対し積極的に情報提供するなど、県産カ

キの安全・安心確保の取組を推進します。

・ヒオウギガイ、カキなどについて定期的に貝毒プランクトンのモニタリングと貝毒検査

を実施するとともに、簡易で、確度の高い貝毒検査手法の導入に取り組みます。

・カキなどの貝類養殖は、海域特性や種苗、養殖方法により形や味に特色を出しやすいこ

とから、生産地域ごとの優位な特性をPRすることで、それぞれの地域の生産物のブラ

ンド化を推進していきます。

・カキサミットの開催支援や首都圏等における広島県、宮城県等カキ主要生産県と連携し

たPRイベントの実施等、三重県の養殖カキの安全性のPRや消費拡大を図ります。

－輸出については、シンガポ｝ル向け活カキの知名度や信頼性を活かし、近隣国などアジ

ア経済圏への展開等に取り組みます。

－天然採苗及び養殖技術の開発、輸出への取組の促進、持続可能な収益性の高い操業体制

への転換に必要な漁船等の導入などに取り組む「浜の活力再生広域プランjの実践に取

り組む漁業者等を支援します。

r 2 -10 真珠養殖

（アコヤガイ）

本県が発祥の地である真珠養殖は、県中南部地域における重要な地場産業となっている

だけでなく、地域観光にも貢献していますが、生産量及び経営体数は減少しています。

「三重県真珠振興計画」や「みえの真珠振興宣言」に掲げた後継者育成、真珠の生産性・

品質向上、海外への情報発信等の取組を着実に進める必要があります。

真珠養殖では、伝染性疾病や有害赤潮の発生等によるへい死や真珠品質の低下を軽減で

きるよう、漁場環境に応じた適切な養殖管理の実施が必要です。

令和元年度には、過去に経験がないアコヤガイの外套膜萎縮症状左大量へい死が発生し

たことから、被害軽減のための対策が必要です。

本県の真珠養殖は、零細な個人経営体が多くを占め、他県に比べて経営規模が小さく、

大規模な他県に比ベコスト函で不利な状況にあることから、生産性の向上や経営の安定に

向けた取組が必要です。

アジアの富裕層を中心にアコヤ真珠の需要が年々拡大している一方、南洋真珠や淡永真

珠などの外国産真珠との国際競争が激化しており、県産真珠の魅力の発信など需要増進に
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取り組むことが必要です。

（展開方向）

・令和元年度に発生したアコヤガイの外套膜が萎縮する症状やへい死について、水産研究

所による原因究明や養殖管理のための技術指導、複数種類の稚貝の育成、制度資金の無

利子化などの経営支援等の対策に取り組みます。

－「三重県真珠振興計画jに掲げる漁師事長等（真珠塾）による後継者育成、淡深による漁場

環境の改善、一般向け真珠講座等の開催による真珠文化の発信等の取組を進めます。

・真珠の生産性の向上のため、高品質な真珠の生産が期待できる母貝や細胞貝の安定生産

及び効率的な真珠養殖のための技術の開発・普及を推進します0

・有害赤潮、貧酸素水塊、異常水混等によるアコヤガイのへい死及び真珠品質の低下を防

止するため、真珠養殖業者と行政等が連携したモニタリング体制を継続するとともに、

A I ・ IC T等を活用した漁場環境データ及び環境予測情報の提供のための技術開発に

取り組み、漁場環境情報の共有システムの高度化を推進します。

－真珠養殖の経営安定のため、協業化、法人化による経営規模の拡大や養殖作業や資材購

入等の共同化を進めることで、競争力ある事業者の育成を支援します。

－県産真珠の国内需要や輸出の拡大のため、真珠業界関係者と連携し、環境に配慮した真

珠の生産体制やブランドイメージの構築、海外の宝飾バイヤーや国内外の観光客等に向

けた真珠体験ツア｝の開催、消費者等に向けたPRイベントの開催など、真珠の魅力を

伝える情報発信を推進します。

• 2021年の第9図太平洋・島サミット（志摩市）や三重とこわか国体・三重左こわか大会

の開催、 2025年の大阪・関西万博の開催を千載一遇のチャンスと捉え、真珠の魅力を園

内外に発信し、知名度向上と需要拡大を図ります。

・真珠の生産性や品質の向上、漁業後継者等の人材の育成などに取り組む「浜の活力再生

広域プランJの実践に取り組む漁業者等を支援します。
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3 地域別（水域別）の施策の展開方向

卜－1 伊勢湾地域

伊勢湾地域では、船びき網漁業や底びき網漁業などにより、イワシ類、マアナゴ、カレ

イ類、ヨシエピ、シャコ、アサリなどが漁獲され、冬季には藻類養殖業が基幹漁業となっ

ていることから、伊勢湾の漁業を安定的に継続していくためには、伊勢湾を豊かな海に再

生し、生態系を回復していくことが必要です。

しかしながら、漁場環境の改善には長期間を要することから、海域・漁場環境の改善を

めざす「海域・漁場環境対策J、伊勢湾を漁場として有効活用していけるよう資源の添加な

ど水産資源の回復をめざす f資源増大策」、漁業経営の安定やコスト削減が図られるよう生

産性の向上をめざす「経営安定化策J等の着実な実施が必要です。

（展開方向）

・伊勢湾では、河川流入量の減少に伴う貧栄養化や豪雨等に伴う流木等の流入の大規模化

が進んでいるため、堆積物の除去や漂流・漂着流木及びごみ対策、貧栄養及び貧酸素等

の対策を実施し、海域・漁場環境の改善を図ります。

・子潟・藻場は海域の環境浄化や、水産動物の幼稚｛子の保育場として重要な役割を担って

いるため、こうした機能の増幅に向け、干潟の保全や造成等の対策を実施し、水質環境

の改善や生態系等の保全を図ります。

－藻類養殖は、養殖期間中、諜場ど同様の海域環境の浄化機能を発揮するとともに、二枚

貝類への漁獲圧を低減させ、二枚貝類資源の保護など、の役割を担っていることから、こ

うした機能や役割の増幅に向け、藻類新品種の開発・普及等の対策を実施し、藻類養殖

の振興を図ります。

－採良漁業で発生する貝殻処理などの課題とともに、大規模津波等の発生時には、漁港内

等に放霞された廃漁船などが陸域に流され、二次災害を及ぼすことが想定されるため、

漁業系廃棄物処理等の対策を実施し、津波等による二次被害の防止を図ります。

－伊勢湾の主要漁獲物であるアサリ等の水産資源の増大に向け、こうした水産資源の生息

場の拡大が必要なため、生息場の拡大に向け、養1兵や盛土等の対策を実施し、二枚貝類

等の漁場の整備を進めます。

・資源量が減少しているアサリ等の水産資源の急速な回復に向け、積極的な資源の添加が

必要なため、こうした重要水産資源の添加に向け、アサリ等の員類種苗生産技術の開発

及び種苗放流等の対策を実施し、栽培漁業を推進します。

・漁の解禁見合わせが続いているイカナゴや資源最が激減したアサリ等の重要水産資源に

ついては、高度な資源管理と資源管理の実践に伴う減収等への対策が必要であることか

ら、こうした水産資源の回復に向け、資源量を確実に把援する重要水産資源量調査等の

対策を実施し、資源管理を推進します。

・試験研究機関は必要な技術開発や漁業者への技術普及・情報提供などの重要な役割を担

っているため、こうした技術開発などに必要な分析機器等の充実や新たな技術開発に向

けた研究施設整備等の対策を実施し、試験研究の充実強化を図ります。

一44-



－栽培漁業による資源添加や資源管理による資源増大とともに、密漁対策による水産資源

の保護は重要であるため、密漁監視に必要なシステムの導入など、密漁監視対策の充実

強化を図ります。

・漁協の組織・経営基盤の拡充強化が重要であり、漁協経営上の負債の抑制とどもに、経

営の合理化を図ることが重重きであるため、漁協が所有する不要施設の処分等の対策を実

施し、漁協合併を促進します。

・経営の合理化等には、市場統合等による流通の効率化や高度化を図ることが重要である

ため、水産物の集荷出荷機能を集約して必要な施設の充実等の対策を実施し、拠点市場

の整備を進めます。

－多様化する消費者ニーズに対応しつつ、積極的に県水産物の提供や情報発信を継続する

ことが重要であるため、消費者に直接提供できる直販施設等の整備を進めます。

・大量に漁獲された水産物等を有効活用し、安定した漁業経営や就労環境の改善を図るこ

とが重要であるため、未利用資源や大量の漁獲物の一時保存を可能とする水産加工施設

等の整備を進めます。

－作業の省力化や効率化により経営の安定化を図ることが重要であるため、協業化や安全

操業に向け、必要な漁労機器の導入等の漁業施設の整備を進めます。

－漁業外収入の確保も漁協経営上、必要な要素であるため、遊漁、者が利用できる海洋レク

リエーション施設の整備を進めます。

－黒ノリ養殖において、水温等の環境情報を集約し、 AI・Ic T等を活用して海況の可

視化や将来予測を行うとともに、その情報を活用して海況に適応した養殖管理を行う仕

組みづくりを進めます。

－養殖経営の安定を図るため、アサクサノリやスジアオノリ等の導入や、委託加工の導入

による海上作業と陸上作業の分業化を支援します。

－イカナゴに代わる新たな収入の確保のため、漁船j魚、業に加えて、新たに青ノリ養殖に取

り組むなど、単一の漁業種類だけでなく複数の漁業種類を営むことにより、経営を安定

化させる取組を支援します。

・漁業者や漁協等が、イベント・直販、移動販売、漁業体験学習等を実施することにより、

県民の水産業への理解・協力を深める取組を支援します。

・漁獲量が増加しているパカガ、イやバイなどを対象に6次産業化による加工を行い、地域

特産物として開発を行う取組等を支援します。

トー2 鳥羽志摩地域

鳥羽・志摩地域では、一本釣り漁業や刺し縞漁業、はえ縄漁業、海女漁業、カキ等の貝

類養殖、真珠養殖など多種多様な漁業が営まれており、鳥羽・志摩地域の漁業を安定的に

継続していくためには、漁場環境の改善をめざす「海域・漁場環境対策J、資源の添加など

水産資源の回復をめざす「資源増大策J、漁業経営の安定やコスト削減が図られるよう生産

性の向上をめざす「経営安定化策」等の着実な実施が必要です。
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（展開方向）

・漠場は海域の環境浄化や、水産動物の幼稚イ子の保育場として重要な役割を担っているた

め、こうした機能の増幅に向け、藻場の保全や造成等の対策を実施し、水質環境の改善

や生態系等の保全を図ります。

－漁業の再生に関する話合いを通じ、海底耕転や漁場監視等の漁業環境の改善に向けた取

組や都市と漁村の交流等の漁業の再生に関する実践的な取組を促進します。

・大規模津波等の発生時には、漁港内等に放置された廃漁船などが陸域に流され、二次災

害を及ぼすことが想定されるため、漁業系廃棄物処理等の対策を実施し、津波等による

二次被害の防止を図ります。

・栽培漁業による資源添加や資源管理による資源増大とともに、密漁対策による水産資源、

の保護は重要であるため、密漁監視に必要なシステムの導入等の対策を実施し、密漁監

視対策の充実強化を図ります。

・イセエピ資源の積極的な増殖のため、栽培漁業実現に向けた種苗の量産技術開発や効率

的な餌育技術の開発に努めます。

・AI・IC Tやドローン等を活用し、海女が効率的に藻場合管理する仕組みづくりを進

めるとともに、漁場環境の変化に対応したアワビ種苗生産や海女の潜水技術を活用した

アワビ養殖手法の開発に取り組みます。

－需要に合わせたアワビ大型種苗の生産体制の構築や最適な放流手法の普及による回収率

の向上ならびにコンクリート板による放流漁場造成効果の把握と普及により、海女の最

も重要な漁獲対象資源であるアワ 1::~の増産を図ります。

－漁協の組織・経営基盤の拡充強化が重要であり、漁協経営上の負債の抑制とともに、経

営の合理化を図ることが重要であるため、漁協が所有する不要施設の処分等の対策を促

進します。

－経営の合理化等には、市場統合等による流通の効率化や高度化を図ることが重要である

ため、水産物の集荷出荷機能を集約して必要な施設の充実等の対策を実施し、拠点市場

の整備を進めます。

・多様化する消費者ニーズに対応しつつ、積極的に県水産物の提供や情報発信を継続する

ことが重要であるため、消費者に直接提供できる直販施設等の整備を進めます。

－大量に漁獲された水産物等を有効活用し、安定した漁業経営や就労環境の改善を図るこ

とが重要であるため、未利用資源や大量の漁獲物の一時保存を可能とする水産加工施設

等の整備を進めます。

－作業の省力化や効率化により経営の安定化を~ることが主主要であるため、協業化や安全

操業に向け、必要な漁労機器の導入等の漁業施設の整備を進めます。

－漁業外収入の確保も漁協経営上、必要な要素であるため、遊漁、者が利用できる海洋レク

リェーション施設の整備を進めます。

－県の平均よりも若い漁業者が多い、答志島や菅島等の離島における水産業の担い手の確

保及び育成を支援します。

・海女自身による資源管理の取組の「見える化Jし、持続可能性をPRすることで、海女

漁業や「海女もんj商品の魅力向上を関るとともに、首都圏などでの海女漁業や「海女
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」「

もん」商品の魅力発信、「海女もん」商品の品質向上のための研修など海女振興協議会の

活動を支援します。

・真珠の生産性の向上のため、高品質な真珠の生産が期待できる母貝や細胞員の安定生産

及び効率的な真珠養殖のための技術の開発・普及を推進します。

・有害赤潮、貧酸素水塊、異常水温等によるアコヤガイのへい死及び真珠品質の低下を防

止するため、真珠養殖業者と行政等が連携したそニタリング体制を継続するとともに、

A I ・ IC T等を活用した漁場環境データ及び環境予測情報の提供のための技術開発に

取り組み、漁場環境情報の共有システムの高度化を推進します。

・真珠養殖の経営安定のため、協業化、法人化による経営規模の拡大や養殖作業や資材購

入等の共同化を進めることで、競争力ある事業者の育成を支援します。

－県産真珠の国内需要や輸出の拡大のため、真珠業界関係者と連携し、環境に配慮した真

珠の生産体制やブランドイメージの構築、海外の宝飾バイヤーや国内外の観光客等に向

けた真珠体験ツアーの開催、消費者等に向けたPRイベントの開催など、真珠の魅力を

伝える情報発信を推進します。

－令和元年度に発生したアコヤガイの外套膜が萎縮する症状やへい死について、水産研究

所による原因究明や養殖管理のための技術指導、複数種類の稚貝の育成、制度資金の無

利子化などの経営支援等の対策に取り組みます。

・カキ養殖については、地場採苗やシングルシード、養殖期間の短縮等の新たな養殖技術

の開発・普及に取り組み、生産コストとリスクの低減、生産物の高品質化につなげますo

・殺菌海水による浄化の徹底や、行政と生産者が連携し、漁場環境やカキのノロウイルス

保有状況を調査し、ホームページ等で消費者に対し積極的に情報提供するなど、県産カ

キの安全・安心確保の取組を推進します。

・ヒオウギガイ、カキなどについて定期的に貝毒プランクトンのモニタリングと貝毒検査

を実施するどともに、簡易で確度の高い貝毒検査手法の開発に取り組みます。

・カキサミットの開催支援や首都圏等における広島県、宮城県等カキ主要生産県ど連携し

たPRイベントの実施等、三重県の養殖カキの安全性のPRや消費拡大を図ります。

・「答忠島トロさわら」など漁業者自らによる漁獲物のブランド化や6次産業化に向けた取

組を支援します。

－輸出については、シンガポール向け活カキの知名度や信頼性を活かし、近隣国などアジ

ア経済圏への展開等に取り組みます。

・「漁観連携jの展開、 f魚々味」や f鳥羽マノレシェJなどの施設の活用、地域イベントや

朝市等への漁業者グ、ループ等の出展などによる地元水産物の消費拡大を促進します。

－伊勢志摩サミットのレガシーや日本農業遺産及び日本遺産の認定による知名度を活かし

た情報発信、イベント等の開催等による地元水産物のPRに取り組むとともに、学校給

食への地元水産物の活用を促進します。

・「伊勢海老刺し網オーナーイベント」の開催、海女小屋体験施設「さとうみ庵」の活用、

海女と一緒に潜る「海女漁体験プラン」の実施、日本遺産「海女」ガイドの養成等、観

光業と連携した取組を推進します。
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ト－3 熊野灘地域

熊野灘地域では、沿岸や沖合域において、一本釣り漁業やひき縄漁業、サンマ棒受網漁

業、定置漁業、まき網漁業、刺し網漁業が、静穏な湾内ではマダイやブリ等の魚類養殖、

カキやヒオウギガイ等の貝類養娘、真珠養殖、青ノリ養殖等が営まれており、熊野灘地域

の漁業を安定的に継続していくためには、漁場環境の改善をめぎす「海域・漁場環境対策J、
資源の添加など水産資源の回復をめざす「資源増大策J、漁業経営の安定やコスト削減が図

られるよう生産性の向上をめざす「経営安定化策J等の着実な実施が必要です。

（展開方向）

・藻場は海域の環境浄化や、水産動物の幼稚仔の保育場として重要な役割を担っているた

め、こうした機能の増幅に向け、藻場の保全や造成等の対策を実施し、水質環境の改善

や生態系等の保全を図ります。

・大規模津波等の発生時には、漁港内等に放置された廃漁船などが陸域に流され、二次災

害を及ぼすことが想定されるため、漁業系廃棄物処理等の対策を実施し、津波等による

二次被害の防止を図ります。

・栽培漁業による資源添加や資源管理による資源増大とともに、密者号、対策による水産資源

の保護は重要であるため、密漁監視に必要なシステムの導入等の対策を実施し、密漁監

視対策の充実強化を図ります。

・食害生物（ウニなど）の駆除や堆積物除去によるヒジキ場やガラモ場等の保全、新たな

藻場造成に取り組むとともに、カサゴ、マダイ、アワビ等の種苗放流を進めます。

－イセエピについて、藻場の減少や土砂流入等により漁場が減少するとともに、他地域に

比べて魚価が低いことから、イセエピ資源の増大を図るため、小型個体の再放流、増殖

礁（っきいそ）の整備を促進するとともに、地域の実情に合わせた合理的な資源管理手

法の導入、品質管理や販売方法など魚イ聞の向上のための取組を支援します。

－経営の合理化等には、市場統合等による流通の効率化や高度化を図ることが主主要である

ため、水産物の集荷出荷機能を集約して必要な施設の充実等の対策を実施し、拠点市場

の整備を進めます。

－多様化する消費者ニーズに対応しつつ、積極的に県水産物の提供や情報発信を継続する

ことが重要であるため、消費者に直接提供できる直販施設等の整備を進めます。

・大量に漁獲された水産物等を有効活用し、安定した漁業経営や就労環境の改善を図るこ

とが重要であるため、未利用資源や大量の漁獲物の一時保存を可能とする水産加工施設

等の整備を進めます。

・作業の省力化や効率化により経営の安定化を図ることが重要であるため、協業化や安全

操業に向け、必要な漁労機器の導入等の漁業施設の整備安進めます。

・漁業外収入の確保も漁協経営上、必要な重要素であるため、遊漁者が利用できる海洋レク

リェーション施設の整婿を進めます。

・完全自動型給餌システムや疾病を早期に発見するシステムの開発など、 AI ・ I C T等

を活用した養殖生産管理の標準化を図るとともに、複数の経営体が連携じ、需要に応じ
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て計画的に出荷できる生産体制の構築を進めます。

・養殖経営の安定化のため、養殖期間が短く魚価が高いカワハギや魚価が高いマハタを用

いた複合養殖、地域の特蔑海藻のヒロメ養殖を推進します。

・「伊勢まだいJや「伊勢ぶり」、機能性脂質の含有量を向上させた「伊勢黒潮まだい」、シ

ング、ノレシード養殖した「プルみえJ（マガキ）等のブランド養殖水産物の生産を促進しま

す。

・定置漁業やまき網漁業等の漁獲物や低・未利用魚を加工した商品開発を促進します。

－県産水産物の消費拡大を図るため、「サニー市」や「大紀町ふれあいまつり jなど地域イ

ベントへの積極的な参画、「おさかなフェスタ南伊勢jや「錦ぶりまつり j等の漁協等が

主催するイベントの開催、関係団体との協働による加工体験や郷土料理の提供などの魚

食普及のための新たな仕組み作り、水産物を提供する飲食店や居酒屋チェーン店等との

連携による販路拡大を支援します。

・担い手の確保・育成を図るため、漁業体験の開催など漁部塾の運営の支援や地域漁業の

協業化・法人化の促進、市町と連携した新規就業希望者の住居の斡旋や整備等により、

新規就業者の受入体制の整備を図ります。

・多くの定置漁業では、従業員の確保が困難となっていることから、漁師塾等の漁業体験

への支援を継続するとともに、就業希望者に的確に情報が提供できる仕組みづくりを検

討します。

・定置漁業について、各経営体のニーズ・課題と新技術のマッチング、を支援するなどAI . 

I C T等の活用を促進するとともに、操業の効率化や鮮度向上等の先進的な取組につい

て横展開を促進します。

－青ノリ養殖の安定生産実現に向けて、養殖管理への環境情報の活用、健全な種網の供給

に向けた種付け管理方法のブラッシュアップを支援します。

－熊野灘地域で取組が広がってきているヒロメ養殖やヒジキ場の再生、尾鷲湾でのカキ養

殖などの本格的な事業化に向けて、各地区の取組段階に応じて支援を行います。

・熊野灘地域では、 6次産業化に取り組む大規模経営体や大手資本の参入、地域外の女性

による事業承継などの事例もみられることから、多様な事業者の水産業及び漁村への参

入を通じて、地域の活性化につなげていけるよう、地域との調整など課題の解決を支援

します。

・浮魚礁の整備を進めるとともに、適正管理と利用秩序の維持に努めます。

トー4 内水面地域

カワウの生息数及び食害によるアユの被害金額は、いずれも減少傾向にはあるものの、

依然として水産資源に大きな被害を与えており、早急な対策が必要です。

また、内水面漁協の運営を支えるためには、安定的な遊漁料収入が不可欠となっており、

遊漁者の増加につながる取組が必要です。

さらに、絶滅が危倶されるなど、国際的にもウナギの資源管理が求められており、産卵

親ウナギやシラスウナギの保護とともに、燃油価格の高騰等により厳しい状況となってい
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るウナギ養殖環境の安定化が必要です。

河川が本来有している生物の生息・成育・繁嫡環境等が保たれるよう、適切な漁場環境

の保全が必要です。

（展開方向）

・内水面における水産資源の維持・増大に資するため、稚アユ放流など漁業権対象魚種の

増殖のための取組を支援するとともに、ドローン等による新しいカワウ駆除技術の情報

提供などカワウ等による食害防止対策を支援します。

・アユ冷水病やコイヘルベスウイノレス病等の纂延防止に資するため、権病した魚の移動の

制限等の措置を速やかに実施します。

－アユの生息に悪影響を及ぼす諸要因とその実態を把握し、アユ資源を維持・増大させる

ための方策を検討します。

・シジミの資源動向を把援するために地元漁業者等が行う漁場調査等に協力するとともに、

資源評価に基づいた持続的な資源活用を推進します。

・遊漁者数の増加につながるよう、天然資源を守りつつ、多様化する遊漁者ニーズに応え

る魅力的な川づくりについて検討を進めます。

・資源管理に参加するウテギ養殖業者に対して適正な池入れが行われるよう養殖指導等を

行うとともに、配合飼料及び燃油価格等の高騰に対応できるよう燃消高騰対策等の活用

を促進します。

－ウナギ資源、の適正な管理に資するため、産卵のためにj可JI［から海へ下る「下りウナギ」

の再放流など産卵親ウナギの保護を推進するとともに、県内シラスウナギの採捕にあた

り、密漁監視や特別採捕許可の採捕数量や採捕報告等の遵守を徹底します。

－地域の暮らしや歴史・文化どの調和にも配慮し、 河川が本来有している生物の生息・生

育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出を推進します0

・漁場環境・生態系の維持・回復に資するため、ヨシ帯の保全や河川の清掃活動など、漁

協等が行う取組を促進します。
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第5 計潤の推進体制

1推進体制

・計画に掲げる施策を着実に推進し、その目標を実現していけるよう、取組の主体であ

る水産業者等をはじめ、県、県民が、それぞれの責務と役割のもと、互いに連携・協力

し、一体となって取組を進めます。

・地域の現状や漁業種類ごとの課題に応じて、水産業及び漁村の振興が図られるよう、

地域水産業再生委員会や海女振興協議会、三重県海水養魚協議会、三重県黒のり養殖

研究会、三重県真珠振興協議会など水産事業者等が組織する団体と連携し、課題の共

有や指導・助言を行うなど、水産業者等が主体となった取組を促進します。

・水産業及び漁村を取り巻く情勢の変化に的確に対応していけるよう、庁内各部局との

横断的な連携を図るとともに、大学等の高等教育機関や民間事業者等と連携して施策

を展開していきます。

・特に、令和元年度に発生したアコヤガイの大量へい死で被害を受けた真珠養殖につい

ては、 Ic Tブイによる漁場環境の情報等の提供や詳細な原因究明等の被害軽減対策、

制度資金の無利子化などの経営支援対策を進めるとともに、真珠養殖業者をはじめと

する水産業者等、園、市町等と連携し、真珠の生産性や品質向上に向けた技術開発、真

珠の需要増進に向けた国内外での真珠の蘇力のPRなど真珠振興に向けた取組を進め

ていきます。

2推進管理

・計画の実効性を確保するため、水産業及び漁村の振興に関する施策について、条例に

基づいて作成する実施状況の報告により、議会に毎年度報告し、三重県水産業・漁村振

興懇話会で有識者の意見を聴くとともに、県民の方々に公表します。

－毎年度、施策の評価を実施し、その結果を踏まえ見直しゃ改善を行います。
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